
平成２４年度

業 務 概 要

秋田県生活環境部生活衛生課





目 次

第 １ 表 機構及び事務分掌 １

《生活衛生》
事務事業実施方針 ３

第 ２ 表 秋田県生活衛生適正化審議会委員名簿 ５
第 ３ 表 クリーニング師試験委員名簿 ５

第 ４ 表 生活衛生関係営業施設数(保健所・市町村別) ６

第 ５ 表 生活衛生関係営業施設数（市町村別） ７
第 ６ 表 生活衛生関係営業施設の許可・確認・承認件数 ８

第 ７ 表 生活衛生関係営業施設監視指導件数 ８

第 ８ 表 理容師・美容師・クリーニング師数 ９
第 ９ 表 クリーニング師試験の実施状況 ９

第 １０ 表 生活衛生関係営業施設数及び組合員数の状況 １０

第 １１ 表 日本政策金融公庫資金の申込・貸付状況 １１
第 １２ 表 墓地、火葬場及び納骨堂の施設数 １２

第 １３ 表 公衆浴場入浴料金の改定状況 １２

第 １４ 表 家庭用品の試買検査状況 １２
第 １５ 表 遊泳用プール施設数 １３

第 １６ 表 遊泳用プール施設監視指導件数 １３

第 １７ 表 特定建築物施設数 １４
第 １８ 表 特定建築物監視指導件数 １４

第 １９ 表 建築物衛生管理法に基づく登録事業者数 １４

《食品の安全・安心》
事務事業実施方針 １５

第 ２０ 表 営業施設数（許可を要する施設） １７

第 ２１ 表 営業施設数（許可を要しない施設） １８
第 ２２ 表 営業許可申請処理状況 １９

第 ２３ 表 重点監視対象施設等に対する監視状況 ２０

第 ２４ 表 施設の監視指導状況（許可を要する施設） ２１
第 ２５ 表 施設の監視指導状況（許可を要しない施設） ２２

第 ２６ 表 重点監視対象施設監視指導状況 ２３

第 ２７ 表 総合衛生管理製造過程承認施設等の監視指導状況 ２４
第 ２８ 表 違反食品等発見届出状況（総括） ２５

第 ２９ 表 違反食品等の発見状況（現場検査） ２６

第 ３０ 表 行政検査実施状況（総括） ２７
第 ３１ 表 行政検査実施状況（収去検査） ２８

第 ３２ 表 行政検査実施状況（特殊検査） ２９

第 ３３ 表 行政検査違反内訳 ３０
第 ３４ 表 行政検査実施状況（食中毒等の原因究明検査） ３１

第 ３５ 表 食中毒発生状況（総括） ３２

第 ３６ 表 秋田県食中毒一覧(秋田市除く) ３３
第 ３７ 表 行政処分等措置状況 ３４

第 ３８ 表 衛生教育等実施状況 ３５
第 ３９ 表 製菓衛生師試験等実施状況 ３６

第 ４０ 表 製菓衛生師免許申請等状況 ３７

第 ４１ 表 食品衛生管理者設置状況 ３８
第 ４２ 表 ふぐ取扱講習会修了者数及び営業届出施設数 ３９

第 ４３ 表 自主管理推進状況 ４０

第 ４４ 表 食中毒警報発令状況 ４１
第 ４５ 表 と畜場設置状況 ４２



第 ４６ 表 と畜検査実施状況(畜種別) ４２

第 ４７ 表 と畜検査に基づく措置状況（畜種別） ４３
第 ４８ 表 精密検査実施状況 ４４

第 ４９ 表 と畜場の衛生管理に関する検査（ふきとり検査等） ４４

第 ５０ 表 食肉等モニタリング検査実施状況 ４５
第 ５１ 表 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）スクリーニング検査頭数 ４６

第 ５２ 表 大規模食鳥処理場検査・処分状況 ４７

第 ５３ 表 認定小規模食鳥処理場措置状況 ４７
第 ５４ 表 食鳥処理確認状況(食鳥別) ４８

第 ５５ 表 食鳥処理衛生管理者設置状況 ４８

第 ５６ 表 死亡獣畜取扱場等施設数及び監視指導状況 ４９
第 ５７ 表 死亡獣畜取扱場利用状況 ５０

第 ５８ 表 畜舎等施設数（指定区域内）及び行政処分等 ５１

第 ５９ 表 秋田県食品安全推進会議の構成機関 ５２
第 ６０ 表 秋田県食品安全推進委員会及び秋田県食品安全推進会議の開催状況 ５３

第 ６１ 表 秋田県食品安全推進委員会名簿 ５４

第 ６２ 表 食品の安全・安心に関するセミナーの開催状況 ５５
第 ６３ 表 食品安全地域懇談会の開催状況 ５５

《狂犬病予防、動物の愛護及び管理》
事務事業実施方針 ５７

第 ６４ 表 狂犬病予防業務等実施状況 ５８

第 ６５ 表 犬の危害防止業務実施状況 ５９
第 ６６ 表 犬に関する被害・苦情の届出状況 ６０

第 ６７ 表 犬による咬傷事故状況 ６１

第 ６８ 表 犬取締車等運行状況 ６２
第 ６９ 表 犬に関する相談受理状況 ６３

第 ７０ 表 猫苦情等届出状況 ６４

第 ７１ 表 猫の引取り事務等 ６５
第 ７２ 表 特定動物の飼養施設許可等の状況 ６６

第 ７３ 表 動物取扱業施設数 ６６

第 ７４ 表 特定動物飼養施設数及び動物取扱業施設監視状況 ６６

《水 道》
事務事業実施方針 ６７
第 ７５ 表 水道の種類別による給水人口及び普及率の推移 ６８

第 ７６ 表 簡易専用水道等施設数 ６８

第 ７７ 表 水道施設別監視指導件数 ６９
第 ７８ 表 簡易水道等施設整備事業（国庫補助事業）内訳 ７０

第 ７９ 表 簡易水道等施設整備事業（国庫補助事業）年度別実績 ７２

第 ８０ 表 水道水源開発施設整備事業(国庫補助事業) ７４
第 ８１ 表 高度浄水施設整備事業（国庫補助事業） ７４

第 ８２ 表 水道水源自動監視施設等整備事業（遠隔監視システム整備費） ７４

第 ８３ 表 ライフライン機能強化等事業(緊急時給水拠点確保等事業) ７５
第 ８４ 表 ライフライン機能強化等事業(老朽管更新事業) ７５

第 ８５ 表 ライフライン機能強化等事業(石綿セメント管更新事業） ７５



1

第１表 機構及び事務分掌

１）機 構

食肉衛生検査所

生活環境部 生活衛生課

動物管理センター

２）職員配置

区 分 課 長 上席主幹 主 幹 副主幹 専門員 主 査 主 任 技 師 計

生活衛生課 １ １ ２ ２ １ ３ ０ ０ １０

区 分 所 長 主 幹 副主幹 専門員 主 査 主 任 計

食肉衛生

検査所 １ ２ ３ ０ ５ ３ １４

区 分 所 長 副主幹 主 査 技能主任 計

動物管理

センター １ １ ２ １ ５
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３）事務分掌

課 名 班 名 分 掌 事 務

１ 人事服務に関すること

総 務 班 ２ 職員研修に関すること

TEL 018-860-1512 ３ 給与、旅費、福利厚生に関すること

（県民生活課） ４ 予算、決算、歳入、歳出に関すること

５ 物品に関すること

６ 動物管理センターの総務に関すること

１ 課の調整事務に関すること

２ 生活衛生関係営業六法に関すること

３ 家庭用品の安全確保に関すること

調整・生活衛生・ ４ 建築物の衛生的管理に関すること

水道班 ５ クリーニング師の試験・免許に関すること

生活衛生課 TEL 018-860-1592 ６ 秋田県生活衛生営業指導センターに関すること

1594 ７ 生活衛生関係営業の振興に関すること

８ 生活衛生同業組合の指導に関すること

９ 衛生害虫に関すること

10 水道整備基本構想に関すること

11 上水道及び簡易水道整備計画の指導に関すること

12 水道事業認可等に関すること

13 水道施設の整備、維持管理指導に関すること

１ 食品衛生に関すること

２ と畜場及び食肉衛生検査に関すること

食品安全・安心班 ３ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること

TEL 018-860-1591 ４ 化製場及び死亡獣畜処理に関すること

1593 ５ 製菓衛生師の試験免許に関すること

６ 食品の安全安心に関すること

７ 県食品安全推進委員会の事務に関すること

８ 県食品安全推進会議の事務に関すること

９ 国及び各自治体との連携に関すること

10 食品安全に係る庁内関係部局との連絡調整

11 狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理に関すること

F A X ：018-860-3856

E-mail ：seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp
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生 活 衛 生

１ 生活衛生同業組合の指導

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、理容、美容、クリーニ

ング、興行、麺類飲食、飲食業、社交飲食業、旅館ホテル、鮨商、喫茶飲食、食肉、中華料理の

１２業種について生活衛生関係営業者の同業組合が組織されている。これら組合の健全な運営に

ついて指導を行う。

２ 財団法人秋田県生活衛生営業指導センターの充実強化

生活衛生関係営業の経営の健全化を図るため、財団法人秋田県生活衛生営業指導センターが

行う相談指導その他事業に対して助成を行い、その充実強化に努める。

３ 生活衛生関係営業施設の監視指導

旅館、公衆浴場、 興行場、 理容所、美容所、クリーニング所の各施設について、計画的に監

視指導を行うとともに、 公衆浴場の水質検査、クリーニング所における貸しおしぼりの衛生検

査を行う。また、レジオネラ症防止対策として、行政検査を実施するとともに、自主検査の徹

底について指導を行う。

４ クリーニング師試験の実施

「クリーニング業法」に基づき、毎年１回、３月上旬にクリーニング師試験を実施する。

５ 公衆浴場（銭湯）入浴料金統制額の指定

物価統制令により、知事が統制額（最高限度額）を指定するが、現行料金は平成１２年４月に

公衆浴場生活衛生同業組合からの申請に基づいて指定したもので、大人360円、中人130円、小人

90円となっている。

６ 株式会社日本政策金融公庫（旧：国民生活金融公庫）の融資

公庫の貸付は、一般、設備改善資金など大きく分けて５種類あるが、300万円以上の融資を受

けるためには県の推薦が必要であるため、生活衛生営業指導センターが受付窓口となって手続

きを行っている。貸付利率については、市中金利の変動に伴い、随時、改定が行われている。

７ 墓地、火葬場及び納骨堂の経営許可

墓地、火葬場及び納骨堂の経営等に係る許可については、昭和５６年１０月から知事の権限を

町村長に委任している。なお、市(秋田市を除く。)については、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号）により、

平成２４年４月より市の自治事務となっている。
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８ 家庭用品の安全対策

「家庭用品規制に係る監視指導要領」に基づき、 保健所による家庭用品の試買を行い、 県健康

環境センターの検査により有害物質を含有する家庭用品による県民の健康被害の防止に努める。

９ 遊泳用プールの衛生指導

平成１９年６月７日から施行した改正「秋田県遊泳用プール衛生管理等指導要綱」に基づき、

遊泳用プールの衛生と安全が図られるよう管理者等を指導するとともに、水質検査を実施して

プール水の衛生的な維持管理を図る。

10 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく事業の登録

登録業種は８種類あるが、 事業者は、それぞれ一定の登録基準を満たす営業所ごとに知事の

登録を受けることができる。（登録の有効期間は６年間）

登録業種の内容

①建築物清掃業 ②建築物空気環境測定業 ③建築物空気調和用ダクト清掃業

④建築物飲料水水質検査業 ⑤建築物飲料水貯水槽清掃業 ⑥建築物排水管清掃業

⑦建築物ねずみこん虫等防除業 ⑧建築物環境衛生総合管理業

※市町村への事務権限の移譲について

県では、現在、市町村への事務移譲を進めているが、平成２３年度までの生活衛生関係

事務の移譲実績は、下表のとおりである。これにより、関係する事務は、これまでの県保

健所に代わって市町村の担当課が処理することになる。（秋田市を除く。）

（平成２３年度末）



第２表　秋田県生活衛生適正化審議会委員名簿

区   分 氏　 名

第３表　クリーニング師試験委員名簿

任期（平成２４年５月１日～平成２５年４月３０日）

区　　分 氏　　　名

佐 藤 一 三 四

太 田 悦 郎

佐 々 木 陽 子

梶 谷 明 弘

高 堂 祥 子

※　秋田県生活適正化審議会を開催する必要がある場合に
　公募する予定。

秋田県クリーニング生活衛生同業組合　副理事長

秋田県クリーニング生活衛生同業組合　組合員

役    職    名    等

学識経験者

利用者・消費者
代表予定

営業者代表

行政機関
秋田県生活環境部生活衛生課　副主幹

秋田県健康福祉部健康推進課　主幹

役　　　　　　職　　　　　　名

クリーニング師

秋田県クリーニング生活衛生同業組合　理事長
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第４表　生活衛生関係営業施設数(保健所・市町村別）

区
分

/

保
健
所
市
町
村

施
設
数

客
室
数

収
容
定
員
数

施
設
数

客
室
数

収
容
定
員
数

普
通

そ
の
他

普
通

個
室
付
き

ﾍ
ﾙ
ｽ
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｌ

ｻ
ｳ
ﾅ
風
呂

ス
ポ
ー
ツ
施
設

そ
の
他

大館 5 281 538 60 1,401 5,860 12 1 2 7 1 21 109

北秋
田

1 6 27 1 1 8 7 1 19

能代 1 20 40 19 291 1,180 9 6 1 5 71 74 5 6 197

秋田
中央

6 104 254 52 1,120 4,309 26 2 2 6 1 20 235 293 26 58 727

由利
本荘

6 485 705 61 804 2,585 32 1 1 10 2 2 21 273 305 25 53 792

大仙 12 644 1,105 112 2,403 8,926 54 2 25 205

横手 6 605 751 36 584 1,730 9 1 9 14 75

湯沢 2 102 139 41 605 2,396 19 1 2 11 2 19 172 179 20 33 501

計 38 2,241 3,532 382 7,214 27,013 162 3 2 1 9 49 4 3 2 126 759 858 76 151 2,625

秋
田
市

31 3,877 5,801 59 902 2,823 17 11 7 1 5 1 11 12 2 11 29 511 821 98 190 1,817

鹿
角
市

97 91 11 15 214

大
館
市

7 797 958 28 560 1,827 5 3 1 1 1 2 1 1 17 184 212 30 40 533

北

秋

田

市

3 72 110 24 271 912 11 1 4 1 10 105 116 10 14 299

能
代
市

8 494 616 28 330 973 8 3 1 1 4 2 1 4 123 205 27 37 452

大
仙
市

1 5 1 1 1 19 296 290 33 52 699

仙
北
市

115 104 8 16 243

横
手
市

2 1 326 290 43 95 757

小
坂
町

16 18 2 36

八
峰
町

10 120 466 13 2 2 23 23 2 3 78

美
郷
町

7 94 259 9 1 1 3 57 45 5 15 143

羽
後
町

3 25 99 4 1 1 54 46 6 8 123

東

成

瀬

村

5 68 250 3 1 3 14 5 31

合
計

87 7,481 11,017 546 9,584 34,622 232 21 14 3 25 1 61 9 11 16 5 14 214 2,680 3,124 349 638 8,050

前
年
度

88 7,522 11,105 566 9,762 35,298 231 22 14 3 23 68 11 11 17 6 14 207 2,727 3,144 364 684 8,200

※理・美容所数については、移動美容所（秋田中央２,秋田市２）を除く。

平成２４年３月３１日現在

興行場

公営

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
所

施
設
数
合
計

ｸ
ﾘ
ｌ
ﾆ
ﾝ
ｸﾞ
所

取
次
所

私営

公衆浴場

理
容
所

美
容
所

映
画
館

そ
の
他

旅　館

ホテル 旅館

簡
易
宿
所

下
宿

ス
ポ
ー
ツ
施
設
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第５表　生活衛生関係営業施設数(市町村別）

平成２４年３月３１日現在

施
設
数

客
室
数

収
容
定
員
数

施
設
数

客
室
数

収
容
定
員
数

普
通

そ
の
他

普
通

個
室
付
き

ﾍ
ﾙ
ｽ
ｾ
ﾝ
ﾀ

ｰ

ｻ
ｳ
ﾅ
風
呂

ス
ポ
ー

ツ
施
設

そ
の
他

秋 田 市 31 3,877 5,801 59 902 2,823 90 17 11 7 1 5 1 11 12 2 11 29 511 821 98 190 1,817

鹿 角 市 2 81 102 43 1,039 4,223 45 10 1 6 1 19 97 91 11 15 296

大 館 市 7 797 958 28 560 1,827 35 5 3 1 1 1 2 1 1 17 184 212 30 40 533

北 秋 田 市 3 72 110 24 271 912 27 11 1 4 1 10 105 116 10 14 299

能 代 市 8 494 616 28 330 973 36 8 3 1 1 4 2 1 4 123 205 27 37 452

男 鹿 市 3 58 99 32 784 3,430 35 19 1 2 14 92 113 13 21 310

潟 上 市 2 24 104 11 155 307 13 3 1 2 1 2 81 99 7 21 230

由 利 本 荘 市 5 437 645 41 584 1,739 46 25 1 5 1 2 15 209 239 20 37 600

に か ほ 市 1 48 60 20 220 846 21 7 1 5 1 6 64 66 5 16 192

大 仙 市 7 460 556 40 459 1,853 47 14 1 5 1 1 1 19 296 290 33 52 760

仙 北 市 5 184 549 72 1,944 7,073 77 40 2 25 115 104 8 16 387

横 手 市 6 605 751 36 584 1,730 42 9 1 2 1 9 14 326 290 43 95 832

湯 沢 市 2 102 139 41 605 2,396 43 19 1 2 11 2 19 172 179 20 33 501

（ 市 計 ） 82 7,239 10,490 475 8,437 30,132 557 187 21 13 3 21 48 9 11 15 5 14 193 2,375 2,825 325 587 7,209

小 坂 町 3 200 436 17 362 1,637 20 2 1 1 1 2 16 18 2 63

上 小 阿 仁 村 1 6 27 1 1 1 8 7 1 19

藤 里 町 4 52 193 4 5 1 3 10 11 3 37

八 峰 町 10 120 466 10 13 2 2 23 23 2 3 78

三 種 町 1 20 40 15 239 987 16 4 5 1 2 61 63 2 6 160

五 城 目 町 4 49 151 4 1 1 2 28 39 5 7 87

八 郎 潟 町 4 42 107 4 13 27 1 3 48

井 川 町 1 2 18 12 4 37

大 潟 村 1 22 51 1 90 314 2 2 1 2 3 3 2 15

美 郷 町 7 94 259 7 9 1 1 3 57 45 5 15 143

羽 後 町 3 25 99 3 4 1 1 54 46 6 8 123

東 成 瀬 村 5 68 250 5 3 1 3 14 5 31

（ 町 村 計 ） 5 242 527 71 1,147 4,490 76 45 1 4 1 13 1 21 305 299 24 51 841

県 計 87 7,481 11,017 546 9,584 34,622 633 232 21 14 3 25 1 61 9 11 16 5 14 214 2,680 3,124 349 638 8,050

前年度合計 88 7,522 11,105 566 9,762 35,298 654 231 22 14 3 23 68 11 11 17 6 14 207 2,727 3,144 364 684 8,200

※理・美容所については、移動理・美容所を除く。

美
容
所

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
所

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
所

取
次
所

施
設
数
合
計

ホテル 旅館
旅
館
ﾎ
ﾃ
ﾙ
計

簡
易
宿
所

下
宿

区分
＼

市町村

旅　館　ホ　テ　ル 興行場 公　衆　浴　場

ス
ポ
ー

ツ
施
設

理
容
所

映
画
館

そ
の
他

公営 私営
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第６表　生活衛生関係営業施設の許可・確認・承認件数
（平成２３年度）

興行場 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所

普
通

そ
の
他

普
通

個
室
付
き

 
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

ﾍ
ﾙ
ｽ

ｻ
ｳ
ﾅ
風
呂

そ
の
他

大    館 1 1 1 3 6
北秋田 1 1
能   代 1 1 1 1 4

秋田中央 1 3 1 1 6 12
由利本荘 1 4 2 8 15
大   仙 2 5 2 9
横   手 1 1
湯   沢 1 2 2 5

計 1 4 7 6 2 10 6 17 53
秋田市 1 8 42 1 5 57
鹿角市 2 2 1 5
大館市 1 3 3 1 8

北秋田市 1 1 1 1 2 2 8
能代市 1 1 1 1 4 1 9
大仙市 2 3 7 1 4 17
仙北市 2 2
横手市 7 9 1 17
小坂町 1 1
八峰町 1 1 1
美郷町 2 1 2 1 6
羽後町 1 1 2

東成瀬村

合　計 2 7 11 9 2 2 18 31 89 5 12 188
前年度合計 9 14 9 6 1 2 14 44 78 3 16 196

第７表　生活衛生関係営業施設監視指導件数
（平成２３年度）

興行場 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所

普
通

そ
の
他

普
通

個
室
付
き

 
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

ﾍ
ﾙ
ｽ

ｻ
ｳ
ﾅ
風
呂

そ
の
他

大    館 7 1 9 17

北秋田 2 1 4 7

能    代 9 7 1 17

秋田中央 5 14 1 1 25 1 6 5 58

由利本荘 2 22 7 2 6 12 6 10 26 6 99

大    仙 3 34 8 19 64

横    手 6 19 6 5 36

湯    沢 5 31 5 3 20 3 20 16 12 6 6 127

合　計 21 138 22 4 28 1 6 3 101 24 28 37 12 425

監視指導率 55.3 36.1 13.6 0 0 40.0 0 57.1 25.0 0 100.0 0 78.9 3.2 3.3 48.7 7.9 16.2

前年度計 10 133 15 1 23 1 71 19 19 66 3 361

前年度監視指導率 26.3 32.9 8.7 0 0 0 0 40.4 20.0 0 0 0 56.8 2.0 1.9 66.7 1.4 11.6

（注）　監視指導率=監視指導件数÷営業施設数×１００　　

取
次
所

旅　　館　

合
 
 
 
 

計

ホ
テ
ル

旅
館

簡
易
宿
所

下
宿

公営 私営

簡
易
宿
所

美
容
所

そ
の
他

常
設
施
設

私営
理
容
所

区分＼保健所・
市町村

旅　　館 公　衆　浴　場

理
容
所

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
所

公　衆　浴　場

映
画
館

区分＼保健所

ホ
テ
ル

旅
館

施
設
数
合
計

下
宿

取
次
所

公営

仮
設
施
設

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
所

美
容
所

地
位
承
継
承
認
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第８表　理容師・美容師・クリーニング師数

平成２４年３月３１日現在

区分/保健所・市町村 理容師数（人） 美容師数　（人）
クリーニング師数

（人）

大 館

北 秋 田 12 8

能 代 128 165 17

秋 田 中 央 323 360 66

由 利 本 荘 376 468 43

大 仙

横 手

湯 沢 234 199 61

計 1,073 1,200 187

秋 田 市 773 1,434 157

鹿 角 市 151 119 16

大 館 市 260 325 69

北 秋 田 市 145 150 18

能 代 市 192 311 48

大 仙 市 377 426 41

仙 北 市 137 119 8

横 手 市 433 437 71

小 坂 町 27 24 0

八 峰 町 30 28 3

羽 後 町 76 51 7

東 成 瀬 村 14 5 0

合 計 3,688 4,629 625

前 年 度 合 計 3,810 4,566 613

第９表　クリーニング師試験の実施状況

年度/区分 受験申込者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率（％）
平成２３年度 40 20 20 50.0
平成２２年度 29 27 12 44.4
平成２１年度 36 35 15 42.9
平成２０年度 26 26 12 46.2
平成１９年度 25 25 10 40.0
平成１８年度 29 29 13 44.8
平成１７年度 35 33 19 57.6
平成１６年度 20 19 9 47.4

9



第１０表　生活衛生関係営業施設及び組合員数

平成２４年３月３１日現在

旅
館
ホ
テ
ル
（

簡

宿
・
下
宿
除
く
）

興
行
場
（

映
画
館
）

公
衆
浴
場
（

銭
湯
）

理
容

美
容

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所

飲
食
関
係
（

飲
食
・

中
華
・
社
交
・
麺

類
・
鮨
）

喫
茶

食
肉

合計

633 14 11 2,680 3,124 349 9,994 199 533 17,526

230 11 1,213 1,114 146 975 41 60 3,790

36.3% 78.6% 0.0% 45.3% 35.7% 41.8% 9.8% 20.6% 11.3% 21.6%

施設数 654 14 11 2,727 3,144 364 10,238 233 531 17,905

組合員 229 11 1,286 1,162 161 1,014 44 63 3,970

加入率 35.0% 78.6% 0.0% 47.2% 37.0% 44.2% 9.9% 18.9% 11.9% 22.2%

施設合計数値は、公衆浴場施設数除く

食肉施設数：食肉販売業のうち、移動販売車、包装肉販売業を除く許可施設

飲食関係施設数：飲食店営業のうち、旅館、自動販売機、移動販売車を除く許可施設

喫茶施設数：喫茶店営業のうち、自動販売機、移動販売車を除く許可施設

前年度

施設別＼区分

加入率〔％〕

施　設　数

組合員数

10 



第１１表　日本政策金融公庫（旧：国民生活金融公庫）資金の申込・貸付状況

＜一般貸付（理事・知事推薦書交付関係分）＞
（平成２３年度） （単位：千円）

区　　分

業　　種 件　数 金　額 件　数 金　額

理 容 0 0 0 0

美 容 2 13,000 2 13,000

ク リ ー ニ ン グ 0 0 0 0

興 行 場 0 0 0 0

旅 館 0 0 0 0

公 衆 浴 場 4 110,000 3 45,000

食 肉 0 0 0 0

鮨 0 0 0 0

飲 食 店 営 業 10 87,500 8 68,500

喫 茶 業 0 0 0 0

食 鳥 肉 0 0 0 0

合　　　　計 16 210,500 13 126,500

平成２２年度 18 225,950 11 135,000

平成２１年度 17 274,840 8 83,000

平成２０年度 31 273,350 22 156,450

平成１９年度 47 827,690 28 224,190

平成１８年度 40 467,200 27 248,830

平成１７年度 34 408,870 25 228,220

生活衛生関係営業経営改善貸付＜小企業等設備改善資金特別貸付＞
（平成２３年度） （単位：千円）

区　　分

業　　種 件　数 金　額 件　数 金　額

理 容 14 37,350 14 37,350

美 容 1 1,000 1 1,000

ク リ ー ニ ン グ 1 1,200 1 1,200

興 行 場 0 0 0 0

旅 館 2 8,500 2 8,500

食 肉 0 0 0 0

鮨 3 6,600 3 6,600

社 交 飲 食 5 15,470 4 9,870

飲 食 店 営 業 7 25,760 7 24,260

喫 茶 業 2 8,000 2 4,500

麺 類 飲 食 業 12 57,900 11 39,700

中 華 0 0 0 0

合　　　　計 47 161,780 45 132,980

平成２２年度 80 291,360 69 219,810

平成２１年度 84 329,070 78 275,870

平成２０年度 67 212,840 60 186,590

平成１９年度 49 125,720 44 107,120

平成１８年度 64 145,640 59 135,440

平成１７年度 63 163,390 62 159,880

申　    込 貸　    付

申　込 貸　付
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第１２表　墓地、火葬場及び納骨堂の施設数
平成２４年３月３１日現在

大
 
館

北
秋
田

能
 
代

秋
田
中
央

由
利
本
荘

大
 
仙

横
 
手

湯
 
沢

計
秋
田
市

合
 
計

前
年
度
合
計

公営 58 93 77 267 92 134 193 58 972 4 976 974

墓地 その他 698 106 555 338 1,475 5,276 1,847 733 11,028 1,045 12,073 12,079

計 756 199 632 605 1,567 5,410 2,040 791 12,000 1,049 13,049 13,053

2 2 3 3 7 5 3 1 26 1 27 28

4 0 5 4 0 3 1 1 18 2 20 21

第１３表　公衆浴場入浴料金の改定状況
（単位：円）

区分
改定年月日

の者

※ 公衆浴場老人福祉入浴事業補助金は、平成１１年度で事業廃止。

第１４表　家庭用品の試買検査状況

基準値
検査検
体数

基準違
反件数

検査検
体数

基準違
反件数

15 0 15 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 0 3 0

18 0 18 0合　計

前年度

ホルムアルデヒド

検査有害物質
平成２３年度

家庭用品種別

メタノール

トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン

130 90 廃止
平成12年4月1日 360 130 90 廃止

70
・「小人」は、６歳未満の者

平成2年5月1日 260 110 80 50 ・「洗髪料」は、平成６年４月１日で
　廃止平成6年4月1日 320

60

50
昭和61年7月5日 230 110 80 60
昭和59年5月1日 220 100

洗髪料

50 ・「中人」は、６歳以上１２歳未満
昭和55年12月5日 180
昭和57年1月7日 200 90 60

90

区分/保健所

入浴料金（円）

50 ・「大人」は、１２歳以上の者

納骨堂

火葬場

備　　　　　考
大人 中人 小人

不検出
0.1　W/W%以下

0.1　W/W%以下

5.0　W/W%以下

乳幼児用繊維製品
家庭用洗浄剤

家庭用エアロゾル製品
家庭用エアロゾル製品
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第１５表　遊泳用プール施設数

平成２４年３月３１日現在

区分/保健所
大
 
館

北
秋
田

能
 
代

秋
田
中
央

由
利
本
荘

大
 
仙

横
 
手

湯
 
沢

計
秋
田
市

合
 
計

前
年
度
合
計

公 営 2 0 2 0 0 3 1 2 10 6 16 14

民 営 3 0 1 0 3 2 2 1 12 7 19 21

計 5 0 3 0 3 5 3 3 22 13 35 35

※「秋田県遊泳用プール衛生管理等指導要綱」第２条に規定するもの。

第１６表　遊泳用プール施設監視指導件数

（平成２３年度）

区分/保健所
大
 
館

北
秋
田

能
 
代

秋
田
中
央

由
利
本
荘

大
 
仙

横
 
手

湯
 
沢

合
　
計

前
年
度
合
計

監視指
導件数

1 0 2 0 1 1 2 1 8 16
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第１７表　特定建築物施設数　
平成２４年３月３１日現在

施設 ／保健所・市町村
大
　
館

北
秋
田

能
　
代

秋
田
中
央

由
利
本
荘

大
　
仙

横
　
手

湯
 

沢
計

秋
田
市

北
秋
田
市

能
代
市

仙
北
市

八
峰
町

美
郷
町

羽
後
町

東
成
瀬
村

合
 

計

合
計

前
年
度

興 行 場 3 2 1 1 2 9 5 1 1 16 16
百 貨 店 1 3 4 3 7 5
集 会 場 4 1 6 5 1 17 10 1 28 19
図 書 館 2 2 2
博 物 館 1 1 1 2 1
美 術 館 1 1 1 1
遊 技 場 1 1 5 6 6
店 舗 13 3 3 9 7 1 36 46 3 8 2 1 1 97 99
事 務 所 5 3 5 5 2 20 75 2 6 1 1 1 106 105
学 校 2 2 4 3 2 13 13 1 1 28 27
旅 館 19 1 7 8 4 9 4 52 24 3 5 84 83
そ の 他 1 1 2 2 4 18

計 46 0 2 18 22 28 29 11 156 184 7 20 8 3 2 1 381 382

第１８表　特定建築物監視指導件数
（平成２３年度）

施設 ／保健所
大
　
館

北
秋
田

能
　
代

秋
田
中
央

由
利
本
荘

大
　
仙

横
　
手

湯
　
沢

合
　
計

前
年
度
合
計

興 行 場 1 1 1 3 1

百 貨 店 1 1 1
集 会 場 1
図 書 館
博 物 館
美 術 館 1
遊 技 場
店 舗 1 1 7
事 務 所 3
学 校 2
旅 館 1 3 1 5 10

そ の 他

計 1 1 4 3 1 10 26

第１９表　建築物衛生管理法に基づく登録事業者数
平成２４年３月３１日現在

業　種 ／保健所
大
　
館

北
秋
田

能
　
代

秋
田
中
央

由
利
本
荘

大
　
仙

横
　
手

湯
　
沢

建 築 物 清 掃 業 4 6 18 3 3 2

空 気 環 境 測 定 業 2 5 1 1 1
空気調和ダクト清掃業 4 3

飲料水水質検査業 5 1
飲料水貯水槽清掃業 10 1 4 35 6 3 2
排 水 管 清 掃 業 3 1 9 2 1 1

ねずみこん虫等防除業 5 1 20 1 3

環境衛生総合管理業 3 1 19 1

計 27 1 13 115 8 13 8 6

30

10
7

24

193

29

191

61
17

61

24

7

15

※特定建築物とは、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上の建築物。ただし、学校教育法第１条に規
定する学校の場合は8,000㎡以上のもの。

合
 

計

6

36

10

41

6

合
計

前
年
度
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食品の安全・安心





15

食品安全・安心班の事業計画

１．食品衛生関係

食品衛生法第第２４条の規定に基づく「平成２４年度秋田県食品衛生監視指導計画」に

基づき推進する。

（１）食品営業施設等の監視指導

食品供給行程の各段階において、重点的な監視項目を設定し、監視指導を実施する。

また、高度な処理技術を要する食品の製造施設、食品による事故の発生頻度の高い施設、食品

の流通拠点となる施設等に対して「重点監視対象施設」を設定し、効率的な監視指導を実施する

とともに、特別監視期間を設け監視指導の強化を図る。

さらに、食品衛生法に基づく成分規格、食品添加物、残留農薬等の分析を実施することにより、

食品衛生法違反の食品が流通することがないよう指導する。

（２）自主管理の推進

営業者自身による自主的衛生管理の一環として、食品衛生推進員による飲食店や販売店などの

巡回指導を（社）秋田県食品衛生協会に委託して実施する。

食品衛生に関する研修会やホームページなどを活用し、食品衛生知識の普及を推進する。

（３）食肉・食鳥肉検査関係

食肉の安全性を確保するために、食肉衛生検査所がと畜検査を実施するとともに、と畜場に対

しＨＡＣＣＰの管理手法を取り入れた衛生管理の周知徹底を図る。

また、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の検査については、全頭検査を自主的に継続する。

食鳥肉についても、食鳥検査を実施するとともに、食鳥処理施設の衛生管理を指導する。また、

認定小規模食鳥処理施設に対しては、確認規程に基づく異常の有無の確認について、食鳥処理衛

生管理者への技術的指導・助言を行う。

２．化製場関係

化製場の衛生管理の徹底を図るとともに、死亡獣畜取扱場等に対しては、適正な処理を

指導する。

３．食品安全・安心ホッと推進事業関係

平成１６年４月１日「秋田県食品の安全・安心に関する条例」が施行され、条例に基づき「第

２次秋田県食品の安全・安心に関する基本計画」を策定（平成２２年度改訂）するとともに、平

成１７年７月には具体的な施策や事業を定めた「食品の安全・安心のためのアクションプラン」

を策定（平成２４年度改訂予定）し、生産者、食品関係事業者、消費者及び行政が一体となって

食品安全施策を総合的に推進する。

（１）食品安全に関する情報提供

①総合的な食品安全情報の提供

○ホームページ「あきた食の回覧板」(http://www.pref.akita.jp/f-safety/)の充実

○パンフレットやリーフレット等の印刷物の配布、パネル展示

○出前講座、語り部訪問などの実施



16

②食品安全総合相談窓口の充実

○「食品ほっと相談窓口」の充実

・相談対応職員の研修、相談情報の共有など

（２）食品安全に関するリスクコミュニケーション

①食品安全推進委員会の運営

○生産者、食品関係事業者、消費者、学識経験者で構成する委員会の開催

・回 数：年２回

・内 容：意見交換、県の施策への提言など

②食品安全地域懇談会の開催

○県内３ブロックでの懇談会の開催

・回 数：３回（ブロックごとに各１回）

・内 容：情報提供、現地視察、意見交換など

③食品安全安心月間（６月）の実施

○県民への普及・啓発

・ポスター、リーフレット等の配布

・関係部局や関係団体等との事業連携

・食品安全セミナーの開催

４．あきたの食ホップ・ステップ・ハサップ推進事業について

（１）事業目的

県産食品の安全性の確保と信頼性を高めるため、食品関係事業者に対し秋田県独自の認証制度

（秋田県版ハサップ）の普及促進を図り、自主的衛生管理を一層推進するとともに、認証事業者

に社会的信頼を獲得させることにより、秋田の食の販売力強化につなげる。

（２）事業概要

①消費者が高度な衛生管理手法に取り組む食品関係事業者を一目で確認できる認証制度を食

品関係事業者に対し普及促進を図る。

○認証制度基準の作成及び認証審査機関の決定（生活衛生課）

○認証審査機関による調査・指導及び認証審査会による認証（外部機関）

②地域の食品衛生の指導的役割を担っている食品衛生推進員による、自主的衛生管理の普及

推進活動を支援する。

○食品衛生推進員の衛生活動の支援

○食品衛生責任者の養成



第２０表　　営業施設数（許可を要する施設）
　　　　　　平成２４年３月３１日現在

保健所 秋田県 大館 北秋田 能代 秋田中央 由利本荘 大仙 横手 湯沢 秋田市

業種 合計 （参考）

一般・レストラン 4,541 668 217 514 447 720 947 604 424 2,588
仕出し・弁当 854 119 54 144 65 122 165 120 65 214
旅館 517 84 29 55 60 69 133 33 54 14
移動販売車 75 9 1 1 35 4 15 8 2 58
自動販売機 11 3 1 1 5 1 1
露天営業 254 50 19 25 52 27 55 15 11 53
臨時営業 6
農家民宿 16 1 2 10 2 1
その他 1,242 266 47 189 118 172 164 181 105 505
小計 7,510 1,199 368 930 782 1,116 1,490 963 662 3,439

菓子(ﾊﾟﾝ 一般 964 156 65 108 98 144 194 112 87 262
を含む） 移動販売車 18 3 1 7 5 2 9
製造業 露天営業 35 12 1 4 6 11 1 9

臨時営業 1
小計 1,017 171 66 113 111 144 210 114 88 281

乳処理業 7 1 2 1 3 1
特別牛乳さく取処理業
乳製品製造業 6 1 3 2 1
集乳業 1 1
魚介類 一般 1,065 148 61 136 140 184 187 125 84 352
販売業 移動販売車 188 15 7 26 18 33 38 26 25 33

小計 1,253 163 68 162 158 217 225 151 109 385
魚介類せり売り営業 18 1 5 4 6 1 1 3
魚肉ねり製品製造業 6 4 1 1 2
食品の冷凍又は冷蔵業 68 12 1 8 11 12 12 8 4 18
かん詰又はびん詰食品製造業 117 19 6 15 8 10 35 10 14 9

一般 147 21 7 11 19 17 41 11 20 42
喫茶店 移動販売車 10 2 4 1 1 2 6
営　業 自動販売機 885 127 34 87 77 180 173 128 79 361

露天営業 190 13 3 10 131 11 17 2 3 60
臨時営業 1
小計 1,232 161 44 110 231 209 232 141 104 470

あん類製造業 11 2 2 1 2 3 1 3
アイスクリーム類製造業 67 3 8 23 7 10 9 7 21

一般 1,479 227 81 185 164 253 268 180 121 406
乳　類 移動販売車 39 6 3 2 5 9 8 2 4 1
販売業 自動販売機 355 54 18 23 33 57 85 58 27 158

小計 1,873 287 102 210 202 319 361 240 152 565
食肉処理業 108 25 8 15 9 21 17 11 2 26

一般 1,246 221 82 194 123 207 205 121 93 353
食　肉 移動販売車 108 10 7 14 6 17 23 13 18 15
販売業 自動販売機

小計 1,354 231 89 208 129 224 228 134 111 368
食肉製品製造業 14 4 2 1 3 3 1 4
乳酸菌飲料製造業 3 1 1 1
食用油脂製造業 4 1 1 2 1
マーガリン・ショートニング製造業
みそ製造業 132 10 3 13 17 13 27 27 22 13
醤油製造業 28 2 3 9 3 5 3 3 6
ソース類製造業 22 3 3 1 2 3 2 4 4 7
酒類製造業 50 5 1 4 3 8 15 7 7 7
豆腐製造業 92 12 7 4 7 11 18 19 14 15
納豆製造業 11 1 3 6 1 1
めん類製造業 214 19 6 28 6 9 20 24 102 18
そうざい製造業 408 56 29 71 42 57 64 58 31 58
添加物（規格あり）製造業 5 3 1 1 3
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業 30 9 2 2 4 6 6 1 3
氷　雪 一般 14 1 1 4 3 1 3 1 4
製造業 自動販売機 2 1 1 1

小計 16 1 1 4 4 1 4 1 5
氷雪販売業 15 10 3 1 1 1

15,692 2,407 809 1,921 1,762 2,412 2,996 1,940 1,445 5,734
16,016 2,437   836    1,969   1,735     2,487     3,082   1,970   1,500   5,879     

飲食店営
業

前年度計
　　計
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第２１表　　営業施設数（許可を要しない施設）

　　　　　　平成２４年３月３１日現在

保健所 秋田県 秋田市

業種 合計 （参考）

学校 140
25 12 7 24 37 14 8 13

55

病院・診療所 67
13 2 17 4 11 11 4 5

14

給食施設 事業所 8
2 1 3 1 1

4

その他 405
52 33 51 46 60 75 54 34

36

小計 620
90 47 77 75 111 101 66 53

109

乳さく取業 97
30 18 30 19

6

食品製造業 627
80 32 175 35 46 145 75 39

124

野菜果実販売業 3,388
572 187 310 356 489 784 431 259

291

そうざい販売業 2,762
348 136 330 321 439 706 312 170

287

菓子販売業 5,032
887 257 630 476 599 1,054 739 390

510

食品販売業（上記以外） 5,501
996 299 557 442 751 1,203 733 520

867

添加物（規格なし）製造業 4
1 1 2

1

添加物販売業 3,021
311 170 136 465 294 1,024 521 100

76

器具・おもちゃ等の販売業 1,830
244 67 127 223 274 663 180 52

器具・おもちゃ等の製造業 2
1 1

329

計 22,884 3,558 1,213 2,342 2,394 3,005 5,713 3,076 1,583 2,600

前　年　度　計 23,235 3,702 1,309 2,363 2,394 3,003 5,713 3,100 1,651 2,600

秋田
中央

由利
本荘

大館 北秋田 能代 大仙 横手 湯沢
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第２２表　営業許可申請処理状況
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

保健所 不許可処分 許可保留 廃業届出 変更届出
業種 新規 継続 新規 継続 件数 件数 件数 件数

一般・レストラン 322 569 320 569 2 398 258
仕出し・弁当 56 126 56 126 39 50
旅館 15 85 15 85 37 24
移動販売車 12 2 12 2 12 5
自動販売機 1 1 3 1
露天営業 56 56 18
臨時営業 2,304 2,304 2,305 2
農家民宿 2 2
その他 40 161 40 161 117 67
小計 2,807 944 2,805 944 2 2,911 425

菓子（パン 一般 56 163 56 163 42 75
を含む） 移動販売車 2 2 1 2
製造業 露天営業 4 4

臨時営業 96 96 96
小計 158 163 158 163 139 77

乳処理業 1 1 1 2
特別牛乳さく取処理業
乳製品製造業 1 2
集乳業 1 1
魚介類 一般 86 169 86 169 115 51
販売業 移動販売車 7 33 7 33 24 2

小計 93 202 93 202 139 53
魚介類せり売り営業 1 1 1 1 2
魚肉ねり製品製造業 1 2
食品の冷凍又は冷蔵業 12 6 12 6 4 4
かん詰又はびん詰食品製造業 4 21 4 21 6 6

一般 7 11 7 11 12 30
喫茶店 移動販売車 3 3 3
営　業 自動販売機 41 160 41 160 127 21

露天営業 19 19 2
臨時営業 355 355 355
小計 425 171 425 171 497 53

あん類製造業 1 1
アイスクリーム類製造業 12 12 6 4

一般 57 220 57 220 135 59
乳　類 移動販売車 12 12 8 3
販売業 自動販売機 24 57 24 57 28 3

小計 81 289 81 289 171 65
食肉処理業 6 13 6 13 6 11

一般 85 160 85 160 101 64
食　肉 移動販売車 1 25 1 25 19 3
販売業 自動販売機

小計 86 185 86 185 120 67
食肉製品製造業 1 1 1
乳酸菌飲料製造業 1
食用油脂製造業
マーガリン・ショートニング製造業
みそ製造業 5 16 5 16 6 3
醤油製造業 2 7 2 7 3 1
ソース類製造業 5 1 5 1 1
酒類製造業 3 9 3 9 3 1
豆腐製造業 2 18 2 18 6 3
納豆製造業 1 1 1 1 2 1
めん類製造業 8 27 8 27 11 10
そうざい製造業 34 48 34 48 14 16
添加物（規格あり）製造業 1 1 1 1 1
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業 3 5 3 5 1 5
氷　雪 一般 2 1 2 1 3
製造業 自動販売機

小計 2 1 2 1 3
氷雪販売業 2 2 1 3

3,741 2,145 3,739 2,145 2 4,055 817
3,930 1,948 3,930 1,948 4,233 1,058前年度計

許　可　件　数申請書受理件数

飲食店営
業

　　計
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第２３表　重点監視対象施設等に対する監視状況

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日

区分 業種別 施設数 監視目標＊１ 監視実績 実施率(%)
乳処理業 7 14 31
乳製品製造業 6 12 24
魚肉ねり製品製造業 3 6 3
あん類製造業 10 20 32
食肉製品製造業 13 26 19
乳酸菌飲料製造業 3 6 12
食用油脂製造業 4 8 5
酒類製造業 47 94 24
添加物製造業 5 10 5
清涼飲料水製造業 29 58 47
小計 127 254 202 80
菓子製造業 57 57 67
食品の冷凍又は冷蔵業 30 30 34
缶詰びん詰食品製造業 27 27 19
アイスクリーム類製造業 16 16 30
食肉処理業 37 37 60
みそ製造業 29 29 18
しょうゆ製造業 20 20 17
ソース類製造業 13 13 12
豆腐製造業 15 15 30
納豆製造業 5 5 2
めん類製造業 67 67 49
そうざい製造業 58 58 69
氷雪製造業 2 2 3
漬物製造業 40 40 25
キリタンポ製造業 32 32 22
こんにゃく製造業 2 2 3
農産物加工業（上記以外） 28 28 21
飯ずし製造業 26 26 10
水産物加工業（飯ずし以外） 20 20 13
器具製造業 1 1 1
小計 525 525 505 96
飲食店営業（一般） 8 8 5
飲食店営業（仕出し・弁当） 25 25 47
　　　〃　　　（旅館・ホテル） 27 27 22
　〃　（宴会料理調製施設） 14 14 9

大量調理施設 集団給食施設（学校） 68 68 18
　　　〃　　（病院・診療所） 13 13 13
　　　〃　　（福祉施設） 4 4 3
　　　〃　　（老人保健施設）
　　　〃　　（事業所）
　　　〃　　（その他）
小計 159 159 117 74
地方卸売市場 11 22 7
その他の卸売市場 17 34 16
食材卸販売施設 20 40 7
小計 48 96 30 31
百貨店
スーパーマーケット 145 435 385
小売市場 63 189 116
小計 208 624 501 80
菓子製造業 4 4 5

小計 4 4 5 125
重点監視対象施設以外の施設 27,505 9168 14549 159
　　　　　　　　　　　　合　　　計 28576 10830 15909 147

39251 14518 15717 108
＊１：平成２３年度秋田県食品衛生監視指導計画の別表１で定める目標監視回数

前　　年　　度

高度な処理技術を要す
る食品等の製造施設

広域的に流通する食品
等の製造又は加工施設

食品の流通拠点となる
施設

大規模食品販売施設

上記以外の大規模食品
取扱施設
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第２４表　施設の監視指導状況（許可を要する施設）
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

業種
件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

一般・レストラン 1,410 2 4 199 105 127 134 2 1 307 1 240 152 2 146

仕出し・弁当 724 4 100 2 47 63 91 124 136 1 95 1 68

旅館 277 2 42 16 14 31 61 53 1 19 41 1

移動販売車 16 3 1 3 8 1

自動販売機 1 1

露天 23 32 83 3 61 359 53 46

臨時 241 39 115 3 103 659 1 1 184 211

農家民宿 1 3 1

その他 517 116 17 39 22 119 86 54 64

小計 5,165 3 11 725 2 257 441 287 2 1 778 1 1,542 1 3 559 3 576 1

移動販売車 18 6 1 1 7 3

露天 11 7 10 5 46 7 3

臨時 10 4 5 40 8 9

その他 505 3 60 1 29 32 61 73 100 2 66 84

小計 688 3 87 1 37 46 62 90 189 2 81 96

乳処理業 32 7 12 8 5

特別牛乳さく取処理業

乳製品製造業 25 7 14 2 2

集乳業

魚介類 移動販売車 44 3 1 2 2 6 12 7 11

販売業 その他 827 2 109 44 64 110 188 151 88 1 73 1

小計 871 2 112 45 66 112 194 163 95 1 84 1

魚介類せり売り営業 20 2 2 8 5 3

魚肉ねり製品製造業 6 6

食品の冷凍又は冷蔵業 60 9 6 14 6 10 14 1

かん詰又はびん詰食品製造業 50 13 5 7 4 1 6 4 10

移動販売車 5 1 1 1 2

喫茶店 自動販売機 339 57 17 21 48 71 50 26 49

露天 9 9 19 9 130 6 5

臨時 32 5 24 6 125 10 28

営　業 その他 40 1 3 4 2 13 13 4

小計 801 99 35 68 50 100 319 42 88

あん類製造業 29 15 2 8 2 2

アイスクリーム類製造業 53 1 4 18 1 16 7 2 6

移動販売車 9 1 1 1 3 1 2

乳　類 自動販売機 91 23 10 2 8 8 17 17 6

販売業 その他 845 136 64 66 90 176 140 94 79

小計 945 160 75 68 98 185 160 112 87

食肉処理業 114 37 7 14 3 20 18 11 4

移動販売車 23 3 1 3 6 4 6

食　肉 自動販売機 1 1

販売業 その他 994 2 182 78 119 101 185 164 89 2 76

小計 1,018 2 185 79 119 101 189 170 93 2 82

食肉製品製造業 19 10 2 1 4 1 1

乳酸菌飲料製造業 13 7 5 1

食用油脂製造業 4 1 3

マーガリン・ショートニング製造業

みそ製造業 39 4 1 1 7 3 11 7 5

醤油製造業 20 2 4 1 6 2 5

ソース類製造業 15 1 1 3 4 1 1 3 3 1 1

酒類製造業 24 2 1 14 2 2 3

豆腐製造業 68 1 8 2 4 11 13 8 1 12 10

納豆製造業 4 1 3

めん類製造業 80 3 8 6 12 3 1 10 4 13 1 24 1

そうざい製造業 272 1 50 27 35 38 1 38 27 41 16

添加物（規格あり）製造業 5 2 3 2 2

食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業 49 13 2 11 5 16 2

氷　雪 自動販売機 1 1

製造業 その他 10 1 2 5 2

小計 11 1 2 5 3

氷雪販売業 3 1 1 1

　　　　合　　　　　　　計 10,503 9 22 1,552 3 601 904 828 5 1 1,712 1 2,667 1 6 1,129 2 9 1,109 1 2

　　　　前　年　度　合　計 10,163 28 31 1,349 3 10 791 1 878 789 4 5 1,558 2 2 2,684 9 5 993 9 1 1,121 1 7

秋田中央 横手保健所 大館 北秋田合計

菓子（パンを
含）製造業

湯沢　　能代

飲食店営業

大仙由利本荘
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第２５表　施設の監視指導状況（許可を要しない施設）
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

保健所

業種

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

件
数

説
諭

指
示
書

学　校 46 6 14 4 5 1 21 2 5

病院・
診療所

49 12 3 8 3 8 7 5 3

事業所 30 25 4 1

その他 70 4 2 26 7 2 6 17 6

小　計 195 6 41 19 4 43 11 31 2 13 22 15

乳さく取業

食品製造業 257 3 1 40 23 41 12 1 22 2 100 8 1 11

929 1 132 1 83 53 76 183 218 89 95

884 126 76 58 90 177 178 92 87

菓子販売業 1,107 1 170 85 75 78 203 263 116 117 1

1,022 1 183 96 42 86 194 220 99 102 1

4 2 1 1

468 62 26 32 55 88 90 68 47

535 82 30 48 47 89 113 79 47

6 1 4 1

5,407 4 9 839 1 438 4 397 456 1 988 2 2 1,195 573 1 521 2

5,554 9 5 1,135 1 574 1 1 347 506 1 780 2 1,119 2 2 448 3 645 1

能代

食品販売業
（上記以外）

合　計

前年度計

器具・おも
ちゃ等の
製造業

器具・おも
ちゃ等の
販売業

添加物
（規格なし）
製造業

添加物
販売業

野菜果実
販売業

そうざい
販売業

給
食
施
設

湯沢秋田中央 由利本荘 大仙 横手合計 大館 北秋田
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第２６表　重点監視対象施設監視指導状況
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

区分 業種別
施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

施
設
数

監
視
件
数

乳処理業 7 31 1 7 2 11 1 8 3 5

乳製品製造業 6 24 1 7 3 12 3 2 2

魚肉ねり製品製造業 3 3 2 3 1

高度な処理技術 あん類製造業 10 32 2 15 2 3 1 2 1 8 3 2 1 2

を要する食品等 食肉製品製造業 13 19 4 10 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1

の製造施設 乳酸菌飲料製造業 3 12 1 7 1 3 1 2

食用油脂製造業 4 5 1 1 1 4 2

酒類製造業 47 24 5 2 1 3 3 2 8 13 15 2 7 2 5 3

添加物製造業 5 5 3 3 1 1 2

清涼飲料水製造業 29 47 9 13 2 2 2 4 11 5 5 6 15 1 1

127 202 22 47 8 20 10 10 5 2 23 56 26 16 20 36 13 15

菓子製造業 57 67 12 7 5 11 3 5 5 5 2 3 12 16 14 11 4 9

食品の冷凍又は冷蔵業 30 34 11 9 1 1 6 6 5 6 1 1 5 12

缶詰びん詰食品製造業 27 19 11 10 2 5 2 6 2 2 1 2 1 2

アイスクリーム類製造業 16 30 1 8 12 2 12 1 1 2 2 5

食肉処理業 37 60 13 29 3 6 2 5 3 7 7 6 8 2 4 1 1

みそ製造業 29 18 6 2 1 1 6 1 4 1 5 8 3 4 5

広域的に流通す しょうゆ製造業 20 17 2 2 4 1 3 1 5 6 3 2 3 5

る食品等の製造 ソース類製造業 13 12 3 3 3 4 1 1 1 1 1 3 1 3

又は加工施設 豆腐製造業 15 30 2 4 2 2 2 1 10 2 3 5 8 1 3

納豆製造業 5 2 1 1 1 2 1 1

めん類製造業 67 49 5 6 1 1 6 5 3 2 3 6 1 1 13 12 35 16

そうざい製造業 58 69 17 26 6 13 2 1 14 11 1 1 7 5 6 8 5 4

氷雪製造業 2 3 1 3 1

漬物製造業 40 25 8 5 2 4 6 1 1 5 11 8 4 5 3 2

キリタンポ製造業 32 22 9 7 1 4 2 9 2 5 3 4 6 2

こんにゃく製造業 2 3 2 3

農産物加工業（上記以外） 28 21 8 12 1 2 9 4 3 2 1 3 2 2

飯ずし製造業 26 10 5 3 8 6 9 2 1 2

水産物加工業（飯ずし以外） 20 13 1 1 2 2 7 6 2 8 4

器具製造業 1 1 1 1

525 505 107 122 27 52 44 27 84 59 60 56 65 69 77 67 61 53

飲食店営業（一般） 8 5 4 1 3 4 1

飲食店営業（仕出し・弁当） 25 47 7 10 3 3 7 2 2 1 5 4 4 24

　　　〃　　　（旅館・ホテル） 27 22 8 9 3 3 2 5 2 5 3 3 6

　〃　（宴会料理調製施設） 14 9 3 3 7 2 2 2 2 2

大量調理施設 集団給食施設（学校） 68 18 11 3 4 6 5 14 11 5 12 7 4 4

　　　〃　　（病院・診療所） 13 13 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 3 1 1

　　　〃　　（福祉施設） 4 3 2 3 2

　　　〃　　（老人保健施設）
　　　〃　　（事業所）
　　　〃　　（その他）

159 117 31 21 3 4 16 9 21 9 19 14 33 11 22 12 14 37

食品の流通拠点 地方卸売市場 11 7 3 1 3 1 1 1 1 2 3 2

となる施設 その他の卸売市場 17 16 1 1 2 4 6 2 5 4 3 4 1

食材卸販売施設 20 7 6 1 2 2 3 2 7 2 1 1

48 30 10 2 1 2 5 1 6 6 3 6 8 7 10 4 5 2

大規模食品販売 百貨店
施設 スーパーマーケット 145 385 26 50 8 16 17 26 11 38 29 79 25 85 18 59 11 32

小売市場 63 116 11 7 3 3 15 15 10 8 13 58 6 6 4 14 1 5

208 501 37 57 11 19 32 41 21 46 42 137 31 91 22 73 12 37

菓子製造業 4 5 2 3 1 1 2

上記以外の大規 食品の冷凍又は冷蔵業
模食品取扱施設 キリタンポ製造業

4 5 2 3 1 1 2

1,071 1,360 209 252 50 97 107 88 137 122 148 269 163 194 152 194 105 144

1,284 1,126 262 158 62 109 120 93 158 119 188 122 200 221 175 131 119 173

横　　手 湯　　沢由利本荘 大仙

小計

小計

北秋田

合　  　計

合　　計 大　　館 能　　代 秋田中央

前年度計

小計

小計

小計

小計
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第２７表　　総合衛生管理製造過程承認施設等の監視指導状況

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

保健所別

承認申請者 承認施設数 承認品目数
監視指導
延べ数計

承認時
調査

監視指導 指導票

大　館 1 1 4 7 1 6

北秋田

能　代

秋田中央

由利本荘 1 1 1 8 8

大仙

横　手 1 1 1 6 2 4

湯　沢

合　計 3 3 6 21 3 18 0

前年度 3 3 6 18 1 17 0
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第２８表　違反食品等発見届出状況（総括） 平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

区分

食品等

総
数

菓
子
類

乳
及
び
乳
製
品

食
肉
製
品

魚
介
類
及
び
そ
の
加
工
品

冷
凍
食
品

清
涼
飲
料
水

調
味
料
類

豆
腐
及
び
そ
の
加
工
品

め
ん
類

そ
う
ざ
い
類

漬
物

鯨
肉
類

弁
当
類

調
理
パ
ン

果
実
・
野
菜
及
び
そ
の
加
工
品

食
肉

氷
菓

そ
の
他
の
食
品

食
品
添
加
物

器
具
及
び
容
器
包
装

お
も
ち
ゃ

食品衛生 170 21 3 4 14 5 4 3 2 23 39 7 17 14 14

監視員に

よる発見 170 21 3 4 14 5 4 3 2 23 39 7 17 14 14

県内消費 16 4 4 2 2 1 2 1

者からの 1 1

届出 17 5 4 2 2 1 2 1

県外から 1 1

の届出 1 1

187 25 3 4 18 5 1 4 3 2 25 41 8 19 14 15

合　　計 1 1

188 26 3 4 18 5 1 4 3 2 25 41 8 19 14 15

14 4 4 1 1 1 1 1 1

成分規格 1 1

製造基準

違反理由 保存基準 6 3 1 2

添加物
使用基準

その他

166 22 3 14 5 4 1 2 24 39 7 17 14 14

1 1

行政処分

内容 1 1

行政処分

以外 16 1 4 1 1 2 3 1 2 1

171 25 3 4 14 5 4 3 1 24 37 7 16 14 14

179 28 4 4 22 3 3 5 35 34 7 5 11 4 14

前年度計 16 2 2 11 1
195 28 4 4 24 5 3 5 35 34 7 16 11 4 15

※収去検査、食中毒等の原因究明検査を除く。

製品の廃棄
命令件数

その他必要な
措置件数

告発件数

始末書等徴収・
口頭説諭件数

その他の
措置件数

県内産

県外産

小　 計

県内産

県外産

小　 計

県内産

小　 計

県内産

県外産

小　 計

県内産

県外産
小　 計

食　　　　　品

６条

１０条

１１条

１９条

２０条

その他
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平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
保健所

食品名

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

件
数

違
反
件
数

菓子類 6,049 17 742 4 535 7 702 295 1 923 1,756 4 667 429 1

乳及び乳製品 2,342 3 423 1 255 2 373 100 373 437 234 147

食肉 4,127 15 547 5 329 3 668 286 3 675 2 1,011 2 332 279

食肉製品 2,703 4 399 4 290 513 100 474 522 278 127

鯨肉製品 30 6 5 10 9

魚介類 3,340 8 417 2 181 2 371 185 747 4 898 348 193

魚介類加工品 3,078 11 386 5 214 5 391 320 650 691 297 129 1

冷凍食品 1,909 362 97 395 125 346 358 161 65

清涼飲料水 2,913 600 162 667 65 416 750 216 37

豆腐及びその
加工品

1,777 1 333 1 108 270 309 240 272 153 92

めん類 1,874 2 362 136 323 112 404 216 215 1 106 1

そうざい及び
その半製品

3,987 26 467 10 357 6 465 440 683 2 949 6 443 2 183

弁当類 2,579 7 331 130 370 172 517 2 562 5 313 184

調理パン 1,369 243 62 295 40 288 235 120 86

野菜・果実類 5,344 10 652 7 309 2 470 396 834 1,878 1 586 219

野菜・果実
加工品

3,534 7 458 2 313 2 406 365 670 758 2 378 1 186

調味料 1,468 5 290 2 93 1 367 130 1 173 295 83 1 37

漬物 3,323 56 420 8 183 2 398 315 4 630 3 830 33 367 5 180 1

もち 463 1 100 1 75 10 133 87 34 20 4

食品添加物及
びその製剤

652 95 50 218 70 81 53 69 16

器具・容器包装 737 245 71 165 15 102 70 29 40

その他の食品 4,576 15 829 3 577 3 466 52 440 4 1,266 2 391 555 3

合　　　計 58,174 188 8,701 55 4,533 35 8,308 4,035 9 9,762 17 13,791 55 5,700 10 3,294 7

前年度計 64,391 191 7,169 11 17,341 78 8,804 4,899 18 5,174 28 11,851 28 6,345 24 2,808 4

第２９表　違反食品等の発見状況（現場検査）

北秋田 由利本荘 大仙大　館 湯　沢合　計 能　代 秋田中央 横　手

26 



第３０表　行政検査実施状況（総括）

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

項　目

検体数 備　考

検査区分
県　内 県　外 輸入 計 県　内 県　外 輸入 計

細　菌 402 1,052 31 5 1,088 13 0 0 13

収去検査 理化学 252 694 21 7 722 0 0 0 0

計 654 1,746 52 12 1,810 13 0 0 13

細　菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特殊検査 理化学 70 4,658 1,077 3,176 8,911 0 0 0 0

計 70 4,658 1,077 3,176 8,911 0 0 0 0

細　菌 196 3,966 0 0 3,966

理化学 0 0 0 0 0

計 196 3,966 0 0 3,966

細　菌 598 5,018 31 5 5,054 13 0 0 13

合　計
理化学 322 5,352 1,098 3,183 9,633 0 0 0 0

計 920 10,370 1,129 3,188 14,687 13 0 0 13

前年度計 計 930 6,478 1,794 2,671 10,943 23 0 0 23

違反件数には、規格基準、食品衛生法第６条、指導基準の違反等を含む。

食中毒等の原因究明検査の件数には疑いによる検査件数を含む。

食中毒等の
原因究明検
査

第３４表に
詳細記載

検査件数 違反件数

第３１表、
第３３表に
詳細記載

第３２表に
詳細記載
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第３１表　行政検査実施状況（収去検査）

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
保健所

検査区分

細菌
検査

207    -   33   -  8     - 25   -  18   -  32   -  17   -  47   -  27   -  

理化学
検査

677    -   86   -  55   - 84   -  63   -  100  -  119  -  98   -  72   -  

計 884    -   119  -  63   - 109  -  81   -  132  -  136  -  145  -  99   -  

細菌
検査

820    13 183  1  46   1 123  6  76   -  94   -  126  4  112  -  60   1  

理化学
検査

28      -   8     -  -     - 8     -  -     -  -     -  -     -  -     -  12   -  

計 848    13 191  1  46   1 131  6  76   -  94   -  126  4  112  -  72   1  

細菌
検査

61      -   21   -  3     - 10   -  -     -  -     -  27   -  -     -  -     -  

その他
理化学
検査

17      -   -     -  -     - -     -  2     -  -     -  6     -  -     -  9     -  

計 78      -   21   -  3     - 10   -  2     -  -     -  33   -  -     -  9     -  

細菌
検査

1,088  13 237  1  57   1 158  6  94   -  126  -  170  4  159  -  87   1  

合　　計
理化学
検査

722    -   94   -  55   - 92   -  65   -  100  -  125  -  98   -  93   -  

計 1,810  13 331  1  112  1 250  6  159  -  226  -  295  4  257  -  180  1  

細菌
検査

1,086  19 187  4  61   1 155  3  103  -  139  4  202  3  168  3  71   1  

前年度計
理化学
検査

790    4   135  1  57   - 95   -  78   -  106  2  145  1  111  -  63   -  

計 1,876  23 322  5  118  1 250  3  181  -  245  6  347  4  279  3  134  1  

規格基準
関係

指導基準
関係

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

検
査
件
数

違
反
件
数

湯　沢大　館 北秋田 能　代 秋田中央合　計 由利本荘 大仙 横　手
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第３２表　行政検査実施状況（特殊検査）

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

区分 検体数 検査件数 備　考

検査区分 検体種類 検査項目 県内産 県外産 輸入 計 県内産 県外産 輸入 計

冷凍食品
（ボイル）

２６６成分 5 5 1,330 1,330

キャベツ １３４成分 1 5 6 134 670 804

アスパラ １３１成分 4 1 5 524 131 655

トマト １３８成分 8 2 10 1,104 276 1,380

玄米 １２２成分 8 8 976 976

リンゴ
ジュース

１３６成分 10 10 1,360 1,360

小計 31 8 5 44 4,098 1,077 1,330 6,505

牛乳 ６７成分 4 4 268 268

はちみつ ７３成分 4 4 292 292

鶏肉 ６１成分 6 6 366 366

パプリカ ６７成分 4 4 484 484

グレープフ
ルーツ

７３成分 4 4 496 496

オレンジ ６１成分 4 4 500 500

小計 8 18 26 560 1,846 2,406

39 8 23 70 4,658 1,077 3,176 8,911

35 14 22 71 3,502 1,766 2,653 7,921前　　年　　度　　計

合　　　　　　　計

残留農
薬

輸入畜
水産物
の残留
動物用
医薬品
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第３３表　行政検査違反内訳

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

①規格基準（食品衛生法第１１条第２項）違反

検体 件数 検体 件数

4 4 4 4 0 0 0

②規格基準（食品衛生法第１１条第３項）違反

検体 件数 検体 件数

③指導基準（平成１８年８月１１日環－４９５部長通知）違反

検体 件数 検体 件数

豆腐 大腸菌群 2 2 2 2

そうざい 一般細菌数 3 3 3 3

一般細菌数 2 2 2

大腸菌群 5 5 5

弁当類 一般細菌数 1 1 1 1

11 13 13 13

17 19 19 19 0 0 0

県内産

県内産

食　　　品

前　　年　　度

違反無し

輸入品

輸入品

県外産

県外産

県外産

産地別

産地別

合　　　　　計

検査
区分

食　　　品 違反項目 検体数 件数

検査
区分

検体数

前　　年　　度

前　　年　　度

食　　　品 違反項目

違反項目

細菌

検査
区分

違反無し

生菓子 5

件数

違反なし

検体数 件数

産地別

県内産
輸入品
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第３4表　行政検査実施状況（食中毒等の原因究明検査）

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
県　内 県　外 食中毒の 食中毒の

総　計 事件分 事件分 疑い調査 疑い調査
区分 県内分 県外分

患者（有症者）便 90 20 70

関係者（無症者）便

調理従事者便 31 15 16

検 患者（有症者）吐物

原因食品の残品 6 6

保存していた食品（検食） 38 38

体 同一ロットの食品

その他の食品（食材等）

手指のふきとり

数 器具等のふきとり 29 7 22

使用水 2 2

その他

計 196 48 148

一般細菌数

大腸菌群（E.coli） 196 48 148

病原大腸菌 196 48 148

検 腸管出血性大腸菌 196 48 148

サルモネラ菌 196 48 148

黄色ブドウ球菌 196 48 148

査 腸炎ビブリオ 196 48 148

ナグビブリオ 196 48 148

ビブリオ・フルビアリス 196 48 148

件 ビブリオ・ミミクス 196 48 148

ウエルシュ菌 196 48 148

エルシニア菌 196 48 148

数 セレウス菌 196 48 148

カンピロバクター菌 196 48 148

赤痢菌 196 48 148

チフス菌 196 48 148

パラチフス 196 48 148

コレラ菌 196 48 148

エロモナス 196 48 148

プレシオモナス 196 48 148

ノロウイルス 121 35 86

その他ウイルス 121 35 86

クリプトスポリジウム

マウス試験

その他

計 3,966 982 2,984

昨年 検　　体　　数 143 24 118 1

度計 検　査　件　数 1,146 672 473 1
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第３５表　　食中毒発生状況（総括）　（秋田市含まず）
平成23年1月1日～12月31日

1.事件数 5 件

2.患者数 42 名

3.死者数 0 名

4.内　 訳 次のとおり

（1）月別発生状況

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

件　数 1 1 1 1 1 5

患者数 12 5 2 1 22 42

（2）原因食品別発生状況

件　数 2 1 1 1 5

患者数 17 2 1 22 42

（3）病因物質別発生状況

病因物質 不明
植物性
自然毒

ウエル
シュ菌

合計

件　数 1 3 1 5

患者数 12 8 22 42

（4）原因施設別発生状況

原因施設 飲食店 家庭 旅館 合計

件　数 2 2 1 5

患者数 17 3 22 42

過去13年間の食中毒発生状況

年度別 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

件　数 29 63 40 20 11 18 20

患者数 944 909 345 152 147 358 98

死者数 0 0 0 0 0 0 0

年度別 H17 H18 H19 H20 H21 H22

件　数 17 6 6 4 2 6
患者数 513 517 124 46 114 70
死者数 0 0 0 0 0 0

原因食品 合計
飲食店
食事

いものこ
汁

煮込み
うどん

旅館の
食事
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第３６表　平成23年 秋田県食中毒一覧 （秋田市除く）
平成23年1月1日～12月31日

N
o

保
健
所
別

発生
月日

発生
場所

摂
食
者
数

患
者
数

死
者
数

原因
食品

病因
物質

原因
施設

摂取
場所

調理
場所

潜伏時間 主症状 発生要因 備考

1
横
手

4月14日 横手市 25 12 0
4/14
飲食店の
食事

不明 飲食店 飲食店 飲食店

最短
4時間30分

最長
13時間00分

平均
9時間48分

嘔吐、
下痢

温度管理不
適及び調製
能力オー
バーが原因
と推定した。

2
湯
沢

6月30日 湯沢市 43 5 0
6/30
飲食店
調製弁当

植物性
自然毒

飲食店
事業所
等

飲食店

最短
1時間00分

最長
2時間00分

平均
1時間28分

吐気、
嘔吐、
発熱

アジサイの葉
を食用として
付け合わせ
た

3

秋
田
中
央

9月25日 南秋田郡 2 2 0
いものこ
汁

植物性
自然毒

食品
販売店

家庭 家庭

最短
2時間00分

最長
2時間30分

平均
2時間15分

嘔吐、
下痢

販売者が食
用きのこと誤
認して毒きの
こ（クサウラ
ベニタケ、
イッポンシメ
ジ）を販売し
た。

営業
停止
５日間

4

秋
田
中
央

10月16日 男鹿市 2 1 0
煮込み
うどん

植物性
自然毒

家庭 家庭 家庭 5時間
しびれ、
手足の
痛み

食用である
ナラタケと誤
認し採取した
ため

5
大
仙

11月20日 大仙市 38 22 0
11/20
旅館の
食事

ウエル
シュ菌

旅館 旅館 旅館

最短
4時間00分

最長
20時間00分

平均
11時間55分

下痢、
腹痛、
吐き気

ウエルシュ菌
に汚染された
食品を提供し
たため。

営業
停止
３日間

合　計 110 42 0
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第３７表　行政処分等措置状況
　　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

区分 許可を要する営業 許可を要しない営業 合計

保
健
所

不
許
可

許
可
取
消

営
業
禁
止

営
業
停
止

改
善
命
令

廃
棄
命
令

回
収
命
令

告
発

計

営
業
禁
止

営
業
停
止

改
善
命
令

廃
棄
命
令

回
収
命
令

告
発

計
不
許
可

許
可
取
消

営
業
禁
止

営
業
停
止

改
善
命
令

廃
棄
命
令

回
収
命
令

告
発

計

大館

北秋田

能代

秋田中央 1 1 1 1

由利本荘

大仙 1 1 1 1 1 1 2

横手 1 1 1 1

湯沢 1 1 1 1

合計 3 3 1 1 2 4 1 5

前年度計 1 1 1 1
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第３８表　衛生教育等実施状況

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
区分

　　　　　　　計 　　　営業者対象 　　　消費者対象 　　　　　その他

研修会等 出席者 研修会等 出席者 研修会等 出席者 研修会等 出席者

保健所
の回数 延人数 の回数 延人数 の回数 延人数 の回数 延人数

大　館 32 838 23 527 1 17 8 294

北秋田 19 380 17 309 2 71 0 0

能　代 27 497 7 271 1 33 19 193

秋田中央 15 365 12 312 3 53 0 0

由利本荘 39 1,499 18 515 13 527 8 457

大仙 43 1,673 36 1,418 5 163 2 92

横　手 30 1,152 19 568 4 135 7 449

湯　沢 12 417 7 216 1 60 4 141

食肉衛生検査所 16 154 16 154

生活衛生課＊ 18 1,778 5 247 6 405 7 1,126

合　計 251 8,753 160 4,537 36 1,464 55 2,752

前年度計 243 8,823 141 4,363 31 1,818 71 2,642

＊　食品安全推進事業実績（食品安全セミナー、出前出張講座等）を含む。
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第３９表　製菓衛生師試験等実施状況

平成２４年３月３１日現在
区分

　　　　　　　　　平成２３年度 　　　　　製菓衛生師名簿登録者数
（昭和42年度から平成２３年度までの累計）

保健所
受験者数 合格者数 県実施分 県外実施分

大　館 172 19

北秋田 38 2

能　代 128 7

秋田中央 443 35

由利本荘 78 14

大仙 186 16

横　手 151 14

湯　沢 154 4

合　計 0 0 1,350 111

前年同期 12 8 1,350 90

前々年同期 1,338 80

＊秋田中央保健所には、秋田市及び県外分を含む

  　※ 製菓衛生師試験は隔年度実施

試験実施無し

試験実施無し
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第４０表　製菓衛生師免許申請等状況

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
区分

　　　申　　　請　　　件　　　数

計
免許証交付（受験地別）

登録事項 登録削除 免 許 証 免許証
免許取消

保健所
本県合格者 他県合格者

訂　　　正 書換交付 再交付

大　館 4 4

北秋田 1 1

能　代 1 1

秋田中央 6 6

由利本荘 2 2

大仙 3 3

横　手 4 4

湯　沢

合　計 21 21

前年度計 15 4 10 1
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第４１表　食品衛生管理者設置状況

平成２4年３月３１日現在
区分

　　　  製造食品別 　　　資　　格　　別

管理者数
食肉製品 添加物

　　　修　了　課　程
資格認定

保健所

畜産学／
水産学

農芸化学
講習会

大　館 4 4 1 1 2

北秋田 6 2 4 1 1 4

能　代 1 1 1

秋田中央 1 1 1

由利本荘 3 2 1 1 2

大仙 2 2 1 1

横　手 2 1 1 2

湯　沢

合　計 19 13 6 3 4 0 12

前年同期 18 12 6 2 3 1 12

獣医師/歯
科医師
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第４２表　ふぐ取扱講習会修了者数及び営業届出施設数

平成２４年３月３１日現在
区分

　　　　平成２３年度受講者数 　　　　講習会修了者数累計 　　　　届出施設数

保健所
処理課程 販売課程 計 処理課程 販売課程 計 処理・加工 調理 販　売 計

大　館 2 2 79 37 116 17 18 35

北秋田 1 1 29 9 38 9 6 15

能　代 2 2 4 59 49 108 11 5 26 42

秋田中央 2 1 3 117 71 188 17 12 37 66

由利本荘 2 0 2 72 61 133 17 10 39 66

大仙 4 6 10 100 43 143 8 30 18 56

横　手 5 1 6 91 36 127 2 22 13 37

湯　沢 5 5 29 52 81 3 23 13 39

合　計 23 10 33 576 358 934 58 128 170 356

前年度計 0 0 0 553 348 901 47 131 164 342

１．営業施設数の処理には、調理及び加工を含む。
２．ふぐ取扱講習会修了者数は、昭和６０年度からの累計。
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第４３表　自主管理推進状況

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
区分

食品衛生推進員巡回指導
食品衛生推進員

　食品衛生責任者教育
食品等自主的

支所別
延人員 延施設数

　　研　　　修
養成講習 再教育研修

衛　生　検　査

鹿　角 148 640 10 41 45 271

大　館 228 978 14 62 56 220

北秋田 78 604 5 33 50 331

能　代 251 1,131 32 88 90 430

秋田中央 104 672 15 73 99 231

本　荘 260 1,324 20 62 45 488

角　館 125 1,113 11 50 51 269

大　曲 255 1,735 25 95 124 629

横　手 211 1,245 41 76 66 346

湯　沢 310 1,467 30 55 79 353

合　計 1,970 10,909 203 635 705 3,568

前年度計 2,212 11,363 193 615 728 3,694

秋　田（参考） 172 793 17 278 86 304

１．食品衛生推進員数　５８４名
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第４４表　食中毒警報発令状況

平成２３年７月１日～平成２３年９月３０日
区分

　　　　　　基準別発令回数　※
発令回数

食協支所
1 2 3

合　　　計

鹿　角 2 2

大　館 2 2

北秋田 1 1 2

能　代 2 2

秋田中央 2 1 3

本　荘 2 2

角　館 3 1 4

大　曲 3 1 4

横　手 3 3

湯　沢 1 1 2

合　計 21 0 5 26

前年度計 23 2 5 30

秋　田 2 1 3

※　食中毒警報発令基準（社団法人　秋田県食品衛生協会）

１．前日の最高気温が32℃以上で、かつ当日も最高気温が30℃以上になることが予想される場合。
２．前日の平均気温に前日の平均湿度を乗じて得た値が2,200以上で、かつ当日も2,200以上になる
　　ことが予想される場合。
３．その他必要と認めたとき。
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第45表    と畜場設置状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日　

年間最大
処理能力 定　期

(*1)
月～金

秋田県
食肉衛生
検査所

3
北鹿
食肉流通
センター

（株）
ミート
ランド

H8.3.1
指令環－

1658
5

 
*3)
650

156,000 13 240 9 146,682 589 51

前年度計 650 156,000 13 240 9 148,110 595 52

＊1）　年間開場日数を240日として算出

＊2）　「検査員1人当たりの検査頭数/日」は、食肉衛生検査所長を除き、豚換算頭数を延べ人数で割った頭数。

＊3）　と畜場の処理頭数の改定（Ｈ20.1.30）

第46表　と畜検査実施状況（畜種別）

平成23年4月1日～平成24年3月31日　

　　　牛

生後
1ヶ月
未満

生後
1ヶ月
以上
１年
未満

生後
1年
以上

生後
1年
未満

豚 めん羊 計

秋田県
食肉衛生
検査所

北鹿
食肉流通
センター

4 146,669 1 146,674

4 148,087 11 148,102

と畜場

前　年　度　計

生後
1年
以上

検査所
と畜場
番号

所管
と畜場

設置者

検査所

許可
番号

148,110

馬

専任
と畜

検査員
配置数
（所長
含む）

検査員
1人

当たり
(*2)

豚換算
と畜検査

頭数

豚換算頭数

146,682

1日
当た
りの
処理
能力

と畜
検査
頭数

山羊

臨
時

 1日平均設置許可

許　可
年月日

週
間
開
場
日
数

年間開場日数
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第47表    と畜検査に基づく措置状況（畜種別）

平成23年4月1日～平成24年3月31日

　　　　　疾　　　　　病　　　　　処　　　　　分　　　　　件　　　　　数

 
炭
疸

 
豚
丹
毒

　
サ
ル
モ
ネ
ラ
病

　
結
核
病

　
ブ
ル
セ
ラ
病

　
破
傷
風

　
放
線
菌
病

　
そ
の
他

　
豚
コ
レ
ラ

　
そ
の
他

　
ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ
病

　
そ
の
他

　
の
う
虫
病

　
ジ
ス
ト
マ
病

　
そ
の
他

　
膿
毒
症

　
敗
血
症

　
尿
毒
症

　
黄
疸

　
水
腫

　
腫
瘍

　
中
毒
諸
症

　
炎
症
又
は
炎
症
産
物

　
に
よ
る
汚
染

　
変
性
又
は
萎
縮

　
そ
の
他

計

禁止

牛 4
全部
廃棄

一部
廃棄

4 100 1 5 6

禁止

全部
廃棄

一部
廃棄

禁止

馬
全部
廃棄

一部
廃棄

禁止

豚 146,669
全部
廃棄

435 0.3 23 223 92 3 2 71 2 19 435

.
一部
廃棄

60,811 41 892 53,558 2,515 9,582 66,547

禁止

1
全部
廃棄

一部
廃棄

禁止

全部
廃棄

一部
廃棄

禁止

146,674
全部
廃棄

435 0.3 23 223 92 3 2 71 2 19 435

一部
廃棄

60,815 41 892 53,559 2,515 9,587 66,553

禁止

148,102
全部
廃棄

509 0 327 82 1 1 78 18 2 509

一部
廃棄

64,296 43 1 1,147 5 55,476 4,640 10,458 71,727

前
年
度
計

畜
　
　
種

計

　
検
査
頭
数
に
対
す
る

　
処
分
実
頭
数
の
割
合

（
％

）

処
分
実
頭
数

措
置
区
分

め
ん
羊

山
羊

その他の疾病細　菌　病 原虫病 寄生虫病
検
査
頭
数

と
く

ウイルス･
ﾘｹｯﾁｱ病

43 



第48表    精密検査実施状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日 

理化学検査 精密検査 　　措　置（実頭数）

直接
鏡検

一般
培養

同 定
その
他

血液
検査

細胞
診

組織
検査

その
他

血液
検査

尿
検査

その
他

合　　　計
合格

と殺
禁止

全部
廃棄

一部
廃棄

牛

馬

豚 164 55 668 1,555 8 40 69 98 2,493 71 93

鶏 22 3 21 157 5 22 80 288 9 13

小計 186 58 689 1,712 13 62 149 98 2,781 80 106

調査
研究

16 589 1,199 1,804

合計 186 74 1,278 2,911 13 62 149 98 4,585 80 106

小計 62 38 174 371 130 17 6 736 24 38

調査
研究

81 1,847 539 150 2,617

合計 62 119 2,021 910 280 17 6 3,353 24 38

第49表    と畜場の衛生管理に関する検査 （ふきとり検査等）

平成23年4月1日～平成24年3月31日 

牛

馬

豚

めん羊

鶏

計

検査所

細菌検査 病理検査

畜種等

前
年
度
計

食
肉
衛
生
検
査
所

実頭数

秋
田
県
食
肉
衛
生
検
査
所

EHEC検査一般培養

50 560

GFAP

寄生
虫・
原虫
検査

124

細菌同定

635

560

1,195

684

684

670

271 539

前年
度計

枝肉等

機械・器具等

合　計 539351

80

12450

250 124

検 体 別

枝肉等

機械・器具等

合　計

検査実頭数

635

計

1,319

2,3861,847

200

1,177 1,716

670
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第50表    食肉等モニタリング検査実施状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

牛 肉 豚 肉 鶏 肉
その他の

家禽
計

残留抗生物質簡易検査 2 44 48 6 100

　　テトラサイクリン 2 44 48 6 100

    オキシテトラサイクリン 2 44 48 6 100

　　クロルテトラサイクリン 2 44 48 6 100

スピラマイシン 2 44 48 6 100

ネオスピラマイシン 2 44 48 6 100

スルファメラジン 2 44 48 6 100

スルファジミジン(ｽﾙﾌｧﾒｻｼﾞﾝ) 2 44 48 6 100

スルファモノメトキシン 2 44 48 6 100

スルファジメトキシン 2 44 48 6 100

スルファキノキサリン 2 44 48 6 100

スルファジアジン 2 44 48 6 100

スルファメトキサゾール 2 44 48 6 100

スルファメトキシピリダジン 2 44 48 6 100

オキソリン酸 2 44 48 6 100

チアンフェニコール 2 44 48 6 100

オルメトプリム 2 44 48 6 100

トリメトプリム 2 44 48 6 100

ピリメタミン 2 44 48 6 100

ナイカルバジン 2 44 48 6 100

5－ﾋﾄﾞﾛｷｼチアベンダゾール 2 44 48 6 100

チアベンダゾール 2 44 48 6 100

フルベンダゾール 2 44 48 6 100

46 1,012 1,104 138 2,300

84 966 1,050 84 2,184

*検査部位

 筋肉、腎臓

内
寄
生
虫

用
剤

検　査　項　目

検　査　件　数　計

  前  年  度  計

抗
生
物
質

合
成
抗
菌
剤

サ
ル
フ
ァ
剤

テ
ト
ラ
サ
イ

ク
リ
ン
類

ス
ピ
ラ

マ
イ
シ

ン
類
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第51表    牛海綿状脳症（ＢＳＥ）スクリーニング検査頭数

平成22年4月1日～平成23年3月31日

めん羊・山羊

21ヶ月齢未満 21ヶ月齢以上

４月 2 2 1

５月

６月 1 1

７月 1 1

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合　計 4 0 4 1

前年度計 4 0 4 11

※めん羊については、平成１７年１０月１日から１２ヶ月齢以上のものについて実施。

（参考）秋田県内で処理されたと畜牛のＢＳＥスクリーニング検査等数（秋田市食肉衛生検査所実績を含む）

21ヶ月齢未満 21ヶ月齢以上 21ヶ月未満率

平成２３年度 4,116 57 4,059 1.4%

平成２２年度 4,173 17 4,156 0.4%

平成２１年度 4,363 43 4,320 0.9%

＊全ての牛がＢＳＥスクリーニング検査で陰性

検査頭数

検査頭数計
月齢内訳

検査頭数計

牛

内訳
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第52表　　大規模食鳥処理場検査・処分状況
平成23年4月1日～平成24年3月31日

施
　
設
　
数

第53表    認定小規模食鳥処理場措置状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

施
　
設
　
数

立
入
検
査

（
※
1

）

指
導
・
助
言

（
※
2

）

許
　
可

休
　
止

廃
　
止

再
　
開

　
事
業
許
可
取
消
命
令

　
禁
止
命
令

　
停
止
命
令

　
整
備
改
善
命
令

　
そ
の
他

　
無
許
可
事
業

　
そ
の
他

秋田県食肉衛生検査所 35 37 26 1 2

前年度計 36 52 27 2 1 1

※1　法第38条に基づく立入検査の件数

※2　法第16条第9項に基づく助言・指導の件数で立入検査の内数

告発件数処 分 件 数

9,3309,330

　
　
　
合
　
計

ウ
イ
ル
ス
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア
病

細
菌
病

疾病別
そ
の
他
の
疾
病

一部廃棄

大規模食鳥処理場
（ブロイラー）

1

　
検
査
羽
数

215,052

　
措
置
区
分

禁止

全部廃棄 348 784436
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第54表    食鳥処理確認状況 (食鳥別)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

合　　計

ブロイラー 成　鶏 あひる 七面鳥 計

321,910 38,146 5,700 6 365,762

生体の状況 廃　　棄 102 495 5 602

全部廃棄 2,971 238 5 3,214

一部廃棄 166 186 13 365

体壁内側面
の   状   況

全部廃棄 491 82 573

当該臓器
のみ廃棄

4,104 287 2 4,393

内      臓
全部廃棄

25 238 2 265

全部廃棄 3,564 815 10 4,389

一部廃棄 4,295 711 17 5,023

316,452 36,329 5,919 4 358,704

全部廃棄 4,489 768 7 5,264

一部廃棄 1,175 456 28 1,659

第55表    食鳥処理衛生管理者設置状況

平成23年度末現在

獣医学 畜産学

1 1 81 83

1 1 89 6 91

*  指定講習会は、平成3年度から実施。

新   規
取得者数
（内数）

計

前 年 度

食鳥処理衛生管理者

獣医師

大学・旧制大学又は旧制
専門学校で下記の課程を
修めて卒業した者

指定養成
施設を修
了した者

指定講習
会を修了
した者(*)

確  認  羽  数

確  認  羽  数

廃棄羽数
の 合 計

前
年
度

異
常
の
有
無
の
確
認
・
措
置

体表の状況

内臓の状況

廃棄羽数
の 合 計
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第56表    死亡獣畜取扱場等施設数及び監視指導状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

死亡獣畜取扱場 化　　　　　製　　　　　場

許
可

廃
止

許
可

廃
止

許
可

廃
止

7 5 4 1 2 1 1 0

0 0 0 0

6 6 1 5 0 0 2

0 0 0 0

6 6 6 0 0

0 0 0 0

7 6 6 1 1 0

0 0 0 0

23 21 21 0 2 2

0 0 0 0

15 12 1 11 1 1 2 2

0 0 0 0

4 3 3 0 1 1

0 0 0 0

9 8 8 0 1 1 1

0 0 0 0

77 67 2 64 1 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 6 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 67 2 64 1 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 6 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田市
(参考)

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

下段は、化製場で原皮等を貯蔵している場合。

前年度
計

秋田
中央

由利
本荘

大　仙

横　手

北秋田

合計

湯　沢

計

貯
蔵

能　代

保健所

大　館

小
計

肥
料
製
造

飼
料
製
造

監
視
件
数

小
計

解
体

埋
却

焼
却

小
計

そ
の
他

皮
革
製
造

油
脂
製
造

に
か
わ
製
造

魚
介
類
原
料

鳥
類
原
料

 行政
処分等

 行政
処分等

 行政
処分等

法第８条の規定による準用施設
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第57表    死亡獣畜取扱場利用状況
　　平成23年4月1日～平成24年3月31日

　利　　用　　状　　況

牛 馬 豚 めん羊 山　羊 その他
解体
埋却

大　館 焼却 4,677 4,677
貯蔵

小　計 4,677 4,677
解体 263 263
埋却 27 5 32

北秋田 焼却
貯蔵

小　計 290 5 295
解体
埋却 10 10

能　代 焼却
貯蔵

小　計 10 10
解体
埋却

秋田中央 焼却
貯蔵

小　計
解体
埋却 8 2 18 28

本　荘 焼却
貯蔵 211 2 358 571

小　計 219 2 358 2 18 599
解体 388 388
埋却 9 532 541

大　仙 焼却
貯蔵 142 2 888 1 1 1,034

小　計 539 2 1,420 1 1 1,963
解体
埋却

横　手 焼却
貯蔵 41 453 1 495

小　計 41 453 1 495
解体
埋却

湯　沢 焼却
貯蔵 161 33 194

小　計 161 33 194
解体 651 651
埋却 54 5 532 2 18 611

合　計 焼却 4,677 4,677
貯蔵 555 4 1,732 1 1 1 2,294

小　計 1,260 9 6,941 1 3 19 8,233
解体 314 314
埋却 23 6 276 3 6 314

昨年度計 焼却 4,814 4,814
貯蔵 342 2 580 1 925

小　計 679 8 5,670 3 1 6 6,367

保健所別 計
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第58表    畜舎等施設数（指定区域内）及び行政処分等

平成23年4月1日～平成24年3月31日

　施　　　設　　　数 行政処分等
監視

計 牛 馬 豚 めん羊 山羊 犬 鶏 あひる 許 可 廃 止
指示
書

件数

大　館 0

北秋田 1 1 1

能　代 12 7 4 1

秋田中央 1 1

本　荘 6 5 1

大　仙 1 1

横　手 0

湯　沢 0

横手市 5 5

鹿角市 1 1

大仙市 0

北秋田市 1 1 1

仙北市 0

小坂町 0

八峰町 0

五城目町 0

美郷町 0

羽後町 0

東成瀬村 0

合　計 28 22 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1

前年度計 39 24 0 9 4 0 2 0 0 1 6 0 8

秋田市
(参考)

6 1 0 1 0 0 3 1 0 6

保健所及
び市町村
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第５９表　秋田県食品安全推進会議の構成機関

平成24年4月１日現在　　

事務局 生活衛生課 

食品安全推進会議 

４部 

食品安全推進委員会    

 幹 事 会 

ワーキンググループ 
幹事会所属課 食品安全業務担当職員 

生産から流通、消費に至る食品安全推進施策を総合的に推進するため、庁内関係部署の連携
強化を図る組織として、「秋田県食品安全推進会議」を平成１５年７月１日付けで設置しました。 

・食品の安全に関する総合的な施策・計画の
策定 
・食品の安全に関する情報の収集・提供 
・県民意見のまとめと関連施策への反映 
・関係部局間の連携調整と情報の共有 
・国、地方自治体、関係機関等との連携・協力 
・食品安全推進委員会に関する事務 

・食品の安全・安心に関する県の方針や 
  計画、各種施策への提言 
・関係者相互の情報・意見交換による課 
  題抽出 
・各種情報収集や県民意見の聴取窓口 
・その他食品の安全確保に関すること 

  役割 

１8課 

外部委員会 

座  長：生活環境部長 

副座長：農林水産部長 

委  員：危機管理監 

委  員：健康福祉部長 

福祉政策課長 医務薬事課長 

総合防災課長 

県民生活課長 幹事長 生活衛生課長 

産業政策課長 

教育庁 保健体育課長 警察本部 生活環境課長 

秋田うまいもの販売課長 

農林政策課長 水田総合利用課長 

水産漁港課長 

観光戦略課長 

農業経済課長 

園芸振興課長 

健康推進課長 

地域産業振興課長 

畜産振興課長 

学識経験者、生産者、食品製造者、 
流通業者、消費者 等 １２名で構成 

  役割 
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第６０表 秋田県食品安全推進委員会及び秋田県食品安全推進会議の開催状況等

（平成２４年３月３１日現在）

□食品安全推進行政のこれまでの動き

【 国 】

○Ｈ１３年 国内で牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生

○Ｈ１４年 食品安全行政に関する関係閣僚会議設置

○Ｈ１５年５月 「食品安全基本法」制定

○Ｈ１５年７月 内閣府「食品安全委員会」設置

( H21.9.1 内閣府「消費者庁」設置 ）

【秋田県】

○Ｈ１５年 ７月 「秋田県食品安全推進会議」設置（庁内連携）

○Ｈ１５年１０月 「秋田県食品安全推進委員会」設置

○Ｈ１６年 ３月 「秋田県食品の安全・安心に関する条例」制定(同年４月１日施行)

○Ｈ１６年１０月 「秋田県食品の安全・安心に関する基本計画」策定

○Ｈ１７年 ７月 アクションプラン（17～19年度）策定

○Ｈ１９年１２月 「秋田県食品の安全・安心に関する基本計画」一部改訂

○Ｈ２０年 ７月 アクションプラン（20～22年度）策定

○Ｈ２３年 ４月 「第２次 秋田県食品の安全・安心に関する基本計画」策定（施行）

○Ｈ２３年 ７月 アクションプラン（23～25年度）策定

□ 食品安全推進委員会

（開催内容） ○「秋田県食品の安全・安心に関する条例」、「秋田県食品の安全・安心に関する

基本計画」、「食品の安全・安心のためのアクションプラン」の制定・改訂に関

する意見、提言

○ 各年度の事業計画・事業実績に関する意見・提言

○ その他、食品安全・安心に関する意見・提言

（開催回数） 平成１５年１０月設置以降、年２～６回程度開催（平成１７年度～年２回開催）

平成２１年度：平成２１年７月６日、平成２２年３月２３日

平成２２年度：平成２２年７月２３日、平成２３年２月７日

平成２３年度：平成２３年７月２２日、平成２４年２月２３日

□ 食品安全推進会議・幹事会・ワーキンググループ会議

（開催内容） ○ 食品安全に関する施策・計画の制定・改訂に関すること

○ 食品安全に関する対応方針・協議に関すること

○ 県民意見の施策・事業への反映に関すること

○ その他、情報の共有化・連携、協力に関すること

○ 開催例：ＢＳＥ検査対応協議

鳥インフルエンザ対応方針検討

適用外農薬使用対応協議

動物用医薬品残留問題対応協議

第２次食品の安全・安心に関する基本計画策定協議（H23.1.26)

食品の安全・安心のためのアクションプラン策定協議(H23.4.18)

（開催回数） 平成１５年 ７月設置

平成１６年１０月「秋田県食品の安全・安心に関する基本計画」策定以降は、

幹事会を開催

平成１９年度以降ワーキンググループを会議

年２回程度開催 （協議案件発生により招集開催）



区 分 所　　　属 職　名 氏　  名

 ＪＡ全農あきた 園芸畜産部 部　長 阿　部　　豊

 秋田県漁業協同組合  総務部次長 三　浦　　彰

 女性農業士  鎌　田　妙　子

 秋田県食品衛生協会
（三ツ星館）

食品衛生指導員
（代表）

佐　藤　清　子

 秋田県製麺協同組合
（有限会社　さっぽろや）

相談役
（代表取締役社

長）
　岩　本　武　志

 秋田県味噌醤油工業協同組合
（株式会社  浅利佐助商店）

理事長
（代表取締役社

長）
浅　利　　滋

 マックスバリュ東北株式会社
商品本部

グループマネー
ジャー

　大　場　宏　秋

大館市在住 丸屋　千鶴子

北秋田市在住 山野内　キミ子

秋田市在住 関　澄　江

社団法人秋田県薬剤師会 専務理事 鳥　海　良　寛

 国立大学法人秋田大学 大学院
 医学系研究科

教  授  村　田　勝　敬

 消費者
代表

 学識経
験者

第６１表　秋田県食品安全推進委員会委員名簿

 生産者
代表

（敬称略、平成２４年４月１日現在）

 事業者
代表
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第６２表 食品安全セミナー開催状況
（平成 24年 3月 31日現在、敬称略）

名 称 年月日 人数 内 容
(場所) （対象）

第1回食品安全 H23.6.10 １１４ テーマ『 食と健康について考える』
セミナー (県第二庁舎 大会 (消費者、生産

議室) 者、事業者、行政な ○基調講演「食と健康について考える」
ど) 講師 ＮＰＯ食品保健科学情報交流協議会 理事長 関澤純

⑯ ○会場との意見交換
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ＮＰＯ食品保健科学情報交流協議会 理事長 関澤純
コーディネーター 秋田県生活衛生課 課長 宮腰 智也

ＨＡＣＣＰフォ H24.2 .13 ７６ リスクマネージメント講座
ローアップセミ (パーティギャラリ (生産者、事業者、
ナー ー イヤタカ) 行政など) ○基調講演「ＨＡＣＣＰシステムの基本と実際」

ＨＡＣＣＰ手法を実践へつなげるために ～動いていますか？～
講師 社団法人日本食品衛生協会 技術参与 小久保彌太郎

○意見交換
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 社団法人日本食品衛生協会 技術参与 小久保彌太郎

⑰ コーディネーター 秋田県生活衛生課 上席主幹 加沢 敏明

第2回食品安全 H24.3.2 １７１ テーマ『食品安全の基礎知識：危ない食品を防ぐ！』
セミナー (県第二庁舎 大会 (消費者、生産者、

議室) 事業者、行政など) ○講演Ⅰ「食品を選ぶ、食べるということ」
秋田県総合食品研究センター 所長 高野 靖

講演Ⅱ 「これだけは、知っておきたい！食中毒予防」
内閣府食品安全委員会 委員 畑江 敬子

○会場との意見交換会
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 内閣府食品安全委員会 委員 畑江 敬子

⑱ 秋田県総合食品研究センター 所長 高野 靖
コーディネーター 秋田県生活衛生課 課長 宮腰 智也

第６３表 食品安全地域懇談会の開催状況
（平成 24年 3月 31日現在、敬称略）

ブロック 開催年月日 開催地／場所 参加人数 テーマ・内容

／振興局

県北 H23.10.25 能代市 １１２ 「生食用食肉の安全性について」

／山本 能代山本広域交 ○基調講演 「食肉などの食中毒汚染実態と汚染食品

流センター による健康被害について」

講師 健康環境センター

保健衛生部長 齋藤 志保子

○パネルディスカッション

（パネリスト）

（株）桜田畜産 藤原 春人

（株）テラタ 竹内 誠
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能代市消費者の会 小林 玲子

(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 講師 齋藤志保子

(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 生活衛生課 副主幹 庄司浩久

中央 H23.11.17 由利本荘市 ６７ 「食品の安全安心と地産地消に関する取り組み」

／由利 ／由利本荘市ボ ○講演１「食品の安全安心に関する取組について」

ートプラザ ア 講師：秋田県生活衛生課 主査 鈴木 豊

クアパル ○講演Ⅱ「県の地産地消に関する取組について」

講師：秋田県農林水産部流通販売課 藤原 忍

○パネルデイスカッション

（パネリスト）

岩城アイランドパーク（株） 柳原 利広

（株）ほっといん鳥海 柴田 勝美

（株）黄桜の里 佐藤 治

（株）大内町交流センター 澤田 稔

にしめ物産（株） 佐々木 一栄

道の駅象潟「めむの丘」 佐々木 昭宏

(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

（株）ダイナミックサニート 金沢 良浩

県南 H23.11.16 大仙市 １１９ 「「食」について考える～食品を選ぶ、食べるというこ

／仙北 ／大仙市大曲交 と～」

流センター ○基調講演「食品を選ぶ、食べるということ」

講師：秋田県総合食品研究センター

所長 高野 靖

○グループワーク

５人程度のグループにより、食品に関する様々な疑

問について議論

(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 講師 高野 靖

計 ２９８



狂犬病予防、動物の愛護及び管理





狂犬病予防、動物の愛護及び管理

　県では環境大臣が定める基本的な指針に則し、平成２０年２月に今後の動物

の愛護及び管理に関する施策の方向性を示す「秋田県動物愛護管理推進計画」

を定めた。この推進計画の基本理念“人と動物が調和しつつ共生する社会の形

成”に基づき業務を推進する。

1 　狂犬病予防

　市町村及び獣医師会との連携により、新規登録及び狂犬病予防注射の徹底を

指導する。

2 　犬の危害防止

　犬による危害を未然に防ぐため、巡回による犬取締り及び指導を行う。　

　「犬の適正飼養月間（５月１日～３１日）」には犬の適正飼養、危害防止

について飼い主に対しての指導の他、広く県民への普及啓発に努める。

3 　動物の愛護及び管理

　１）動物愛護思想の普及啓発

　　動物の愛護と適正飼養について県民の理解と関心を深めることを目的とし

　て犬の適正飼養講習会、犬のしつけ方教室や、「動物愛護週間（９月２０日

　～２６日）」には動物愛護フェステイバルを開催し、動物愛護思想の普及

　啓発の推進を図る。

　２）動物取扱業、特定動物

　　平成１８年６月１日に「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が改正

　され、動物取扱業の登録制度、特定動物の許可制度（従前は県条例で規制）

　が導入された。動物取扱業に係わる管理方法の指導や特定動物による危害防

　止の徹底を図る。
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第64表    狂犬病予防業務等実施状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日 

大　　館 5,553 387 11 720 31 12 14 12 20 89 57 16 2,875 1,590 4,465 7 30

北秋田 2,209 141 5 227 3 3 0 2 13 21 18 9 1,189 378 1,567 5 11

能　　代 3,842 261 3 448 7 7 5 7 26 16 6 1,853 1,138 2,991 13 32

動物管理
センター

4,611 357 3 360 6 10 14 14 3 47 4 7 2,884 380 3,264 0 9 40

由利本荘 5,439 388 7 473 10 9 3 5 14 41 7 9 3,502 869 4,371 2 12 47

大　仙 6,629 464 8 554 19 14 16 22 15 86 22 33 4,626 959 5,585 1 12 27

横　　手 3,503 251 4 333 10 3 16 10 18 57 8 25 1,745 1,227 2,972 8 15

湯　　沢 2,377 154 3 197 2 7 4 4 8 25 3 7 1,844 308 2,152 6 22

合　　計 34,163 2,403 44 3,312 88 65 72 76 91 392 135 112 20,518 6,849 27,367 3 72 224

前年
度計

35,225 2,443 35 3,434 83 56 79 74 64 356 95 80 21,332 6,687 28,019 7 73 192

秋田市
（参考）

13,427 1,120 17 948 58 57 21 25 247 408 5,989 5,032 11,021 2 20 50

抑
留
犬
管
理
件
数

管
外

(

県
内

)

へ
の
移
動

管
内
の
移
動

登
録
申
請
頭
数

鑑
札
再
交
付
数

犬
死
亡
届
出
件
数

計

所
有
者
の
変
更
届

集
合
注
射
頭
数

所
有
者
の
氏
名
・
住
所
変
更
届

小
　
計

注
射
済
票
の
再
交
付
数

個
別
注
射
頭
数

保
健
所
等

登　　　　　　録　　　　　　状　　　　　　況 狂犬病予防注射状況
抑留犬

飼養管理状況

犬の所在地変更届

登
録
頭
数

〈
期
間
末
原
簿
総
数

〉

県
外
へ
の
移
動

管
外

(

県
内

)

か
ら
の
移
動

飼
養
管
理
延
日
数

県
外
か
ら
の
移
動

〈
引
換
え
交
付

〉
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第65表    犬の危害防止業務実施状況
平成23年4月1日～平成24年3月31日 

頭　　数

大
 

館
39 <8> 28 28 11 39 78 7 <1> 71 1 79 2 5 2 24

北
秋
田

17 6 6 6 23 5 17 22 4 2 3

能
 

代
32 20 18 4 22 54 13 42 1 56

動
物
管
理

セ
ン
タ
ー

34 <6> 19 21 6 27 61 9 <3> 231 27 3 270 1 8 20

由
利
本
荘

21 6 6 6 27 12 13 1 26 7 1 7

大
 

仙
35 <2> 24 24 24 59 12 <2> 47 59 12 1 37

横
　
手

15 5 5 5 20 8 12 20 10 9 7 3

湯
　
沢

13 1 1 1 2 15 6 9 15 6 1

合
　
　
計

206 <16> 109 109 22 131 337 72 <6> 211 0 231 27 6 547 0 17 49 11 0 95 0 0

前
年
度
計

247 <10> 149 144 32 176 423 74 <3> 286 0 313 25 7 419 0 14 44 53 0 43 0 0

秋
田
市

（
参
考

）

50 <4> 29 36 6 42 20 <2> 0 62 7 0 89 0 0 24 0 0 0 0 0

動物管理センターへ移送したものは、その後処分。（秋田市は、動物管理センターへ処分委託。）

実
施
地
区

勧
告
書

殺
処
分

そ
の
他

頭
数

説
諭

始
末
書

措
置
命
令

告
発

譲
渡

捕
獲
頭
数

負
傷
犬

<

捕
獲
頭
数
の
内
数

>

合
計

飼
い
主
返
還

そ
の
他

申
請
件
数

計

負
傷
犬

<

飼
い
主
返
還
の
内
数

>

動
物
管
理
セ
ン
タ
ー

へ
の
移
送

生
体
払
下

保
健
所
等

薬　殺行 政 措 置 等処　分　状　況

生
後
9
1
日
以
上

生
後
9
1
日
未
満

抑　　留　　状　　況

引き取り申請状況

合
計
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第66表    犬に関する被害・苦情の届出状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

一 般 苦 情 衛 生 上 の 苦 情 　内　　訳

小
　
計

　
野
犬
・
放
し
飼
い
等

　
け
い
留
の
方
法

　
鳴
き
声
等

　
そ
の
他

小
　
計

　
脱
　
糞

　
悪
　
臭

　
脱
　
毛

　
そ
の
他

小
　
計

　
飼
い
主
・
家
族

　
そ
れ
以
外

咬
傷
件
数

加
害
犬
実
頭
数

飼
い
主
判
明

　
あ
り

　
な
し

　
あ
り

　
な
し

飼
い
主
不
明

野
犬
放
浪
犬

大
　
館

77 121 90 63 5 22 16 11 4 1 15 9 1 3 2 9 10 9 6 3 3 6 1

北
秋
田

28 32 26 26 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1

能
　
代

62 64 57 51 6 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

動
物
管
理

セ
ン
タ
ー

40 48 39 31 2 6 3 1 2 6 2 2 2 3 3 3 3 2 1

由
利
本
荘

29 49 43 39 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4

大
　
仙

62 70 62 51 2 2 7 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1

横
　
手

29 30 27 22 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

湯
　
沢

20 20 19 16 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1

合
　
計

347 434 363 299 4 23 37 37 28 5 0 4 34 0 20 1 8 3 2 21 22 21 17 4 7 14 1 0

前
年
度
計

415 434 385 316 2 26 41 20 12 6 2 0 29 0 19 2 3 4 1 19 18 18 16 2 6 12 0 0

保
健
所
等

被
害
・
苦
情
の
届
出
件
数

計

被　　　　　　害

 
咬
傷
以
外
の
被
害
を
受
け
た
者

 
家
畜
等
の
被
害

咬 傷 加 害 犬　（頭数）

 
農
地
・
庭
園
の
被
害

 
そ
の
他

咬傷を
受けた者

登　録 けい留
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第67表    犬による咬傷事故状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

咬
傷
事
故
の
件
数

咬
傷
事
故
を
起
こ
し
た
犬
の
頭
数

　
飼
い
主
・
家
族

　
そ
の
他

 
９
時
ま
で

 
９
時
以
降
１
２
時
ま
で

　
１
２
時
以
降
１
５
時
ま
で

　
１
５
時
以
降
１
８
時
ま
で

　
１
８
時
以
降

　
犬
舎
等
に
係
留
中

　
係
留
し
て
運
動
中

　
放
し
飼
い

　
野
犬
・
放
浪
犬

　
そ
の
他

　
犬
に
手
を
出
し
た

　
係
留
し
よ
う
と
し
た

　
配
達
・
訪
問
等
の
際

　
通
行
中

　
遊
戯
中

　
そ
の
他

　
捕
獲

　
引
き
取
り

　
飼
養
継
続

　
逸
走

　
そ
の
他

　
公
共
の
場
所

　
そ
の
他

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

登
　
録

17 17 17 1 6 10 7 10 4 2 2 6 3 2 4 10 1 2 2 2 6 5 3 14 5 4 8

未
登
録

3 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

計 21 22 21 1 2 7 11 10 11 6 3 2 7 3 2 4 14 1 1 3 2 2 8 6 4 15 1 2 5 7 9

19 18 19 1 1 1 3 13 5 14 5 4 5 4 1 7 2 5 5 2 2 4 7 4 6 11 1 8 8 3

3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2

※　「咬傷事故発生場所」欄の「公共の場所」とは、道路、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、学校等をいう。

野
犬

（
放
浪
犬

）

飼
い
主
判
明飼

い
犬

前
年
度
計

秋
田
市

（
参
考

）

飼
い
主
不
明

被害者 　咬傷事故被害者

就
学
前
の
者

小
 

学
 

生

中
 

学
 

生

そ
 

の
 

他

計

 咬傷事故
の
 発生場所

　
咬
傷
事
故
を
起
こ
し
た
犬
舎
等
の
周
辺

咬傷事故
発生時間帯

咬傷事故
発生時 における

犬の状況

 咬傷事故
発生時における
被害者の状況

咬傷事故後の
犬の状況
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第68表    犬取締車等運行状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日 

運　行　日　数     業務内容　（日数）

　
飼
い
犬
指
導
車

　
そ
の
他
の
車

　
苦
情
処
理

　
咬
傷
事
故
調
査

　
集
中
捕
獲

　
広
報
・
啓
発

　
飼
い
方
教
室
等

　
そ
の
他

大　　館
（ * 1 )

29.0 19.0 7.0 3.0

北秋田
( * 2 )

4.5 4.0 0.5

能　　代
( * 1)

6.0 14.0 19.5 0.5

動物管理センター
 ( * 2 )

26.0 27.0 22.5 2.0 11.0 12.5 5.0

由利本荘
( * 1 )

31.0 5.0 27.0 3.0 3.0

大　　仙
( * 2 )

横　　手
( * 1 )

17.0 2.0 17.0 2.0 1.0 1.0

湯　　沢
( * 1 )

19.0 18.0 1.0

合　　計 128.0 52.5 127.0 14.5 0 12.0 13.5 12.5

前年度計 121.5 37.0 138.5 9.5 0 17.0 15.0 4.5

* 1　業務内容は、「飼い犬指導車」及び「その他の車」による業務実績分

* 2　犬取締車配置場所

108.5

242.0

328.0

保健所等

　
犬
取
締
車

119.0

14.5
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第69表    犬に関する相談受理状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

保健所等

　
相
談
受
理
件
数

計

　
引
き
取
り
申
請
等

　
法
令
関
係
・
手
続
き
等

　
飼
い
方
・
病
気
等

　
譲
　
渡

　
紛
失
犬

　
保
護
犬

　
そ
の
他

大　　館 125 148 48 16 3 21 31 5 24

北秋田 41 71 26 4 2 8 16 6 9

能　　代 99 99 28 3 8 1 45 13 1

動物管理センター 412 412 37 58 47 153 45 33 39

由利本荘 84 85 16 6 4 11 27 19 2

大　　仙 161 161 46 19 17 9 39 18 13

横　　手 77 77 6 10 3 4 26 23 5

湯　　沢 21 21 2 0 0 2 14 3 0

合　　計 1,020 1,074 209 116 84 209 243 120 93

前年度計 983 991 219 72 72 156 238 134 100
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第70表    猫苦情等届出状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日 

　
　
　
　
計

　
　
　
　
小
　
計

　
引
取
り
申
請

　
飼
い
主
不
明
ね
こ
収
容

　
負
傷
・
死
亡
ね
こ
収
容

　
そ
の
他

　
　
　
　
小
　
計

　
鳴
き
声

　
脱
糞
・
悪
臭
等

　
家
畜
・
ペ

ッ
ト
等
の
被
害

　
農
地
・
庭
園
等
の
被
害

　
そ
の
他

小
　
計

　
飼
い
方
相
談

　
紛
失
・
保
護
相
談

　
忌
避
・
防
除
相
談

　
里
親
希
望
・
譲
渡
相
談

　
そ
の
他

大　館 100 45 18 20 7 22 4 7 1 8 2 33 1 23 9

北秋田 127 103 45 45 5 8 8 6 2 16 1 10 1 3 1

能　代 67 32 23 1 5 3 14 14 21 17 4

動物管理
センター

203 107 46 49 9 3 28 4 8 2 5 9 68 12 22 1 31 2

由利本荘 26 12 2 4 5 1 11 4 1 1 5 3 1 1 1

大　仙 208 155 61 80 8 6 19 8 2 9 34 31 3

横　手 43 17 5 6 6 23 2 9 1 4 7 3 1 1 1

湯　沢 13 7 4 3 6 2 4 0

合　計 787 478 204 208 21 131 10 58 7 20 36 178 15 82 26 42 13

保健所等

引取り・収容 苦　　　　　　情 飼い方相談等
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第71表    猫の引取り事務等

平成23年4月1日～平成24年3月31日 

北秋田
動物管理
センター

大　仙 合　計 前年度計

34 11 47 92 110

お  す 33 22 48 103 81

猫引取り
生後91日以上の猫の匹数 め  す 23 19 53 95 82

申　　請
内 訳 小  計 56 41 101 198 163

生後90日以内の猫の匹数 50 25 64 139 182

106 66 165 337 345

41 65 92 198 167

　生後91日以上(推定含む)
　の猫の匹数

拾得等に 　生後90日以内(推定含む)
よる収容 　の猫の匹数

内 訳
　負傷猫の匹数(年齢問わず)(内数) (16) (16) (21)

地区別の負傷猫数

92 128 221 441 361

移送状況 197 385 582 510

　殺　処　分 769 769 697

処分状況 内 訳 　そ　の　他 1 6 1 8 8

1 775 1 777 705

猫の引き取り申請受理は、平成９年度から実施。

　　　　匹    数    計

277153 32480 91

匹    数    計

動物管理センターへの移送

保  健  所  等

8468 117

申  請  件  数

匹    数    計

収容・措置依頼件数

12 37
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第72表    特定動物の飼養施設許可等の状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

新　　規 変　　更 事項変更 廃　　止

許可申請 事業所数 11

件　　　数 飼養施設数 34 17 15 19

許　　可 17

処分等 許可保留

不許可

※　改正動物の愛護及び管理に関する法律（平成１８年６月１日施行）に基づく件数を計上

第73表    動物取扱業施設数

平成23年4月1日～平成24年3月31日

期末総数 新規登録申請 登録更新 事項変更 廃　　止

446 68 117 68 48

販　　売 199 31 50 41 34

事業の 保　　管 161 22 43 15 3

種　別 貸出し 25 4 8 2 2

(重複記載) 訓　　練 24 5 9 1 3

展　　示 37 6 7 9 6

延べ数 446 68 117 68 48

　　　　前年度申請・届出件数 67 0 74 42

※　改正動物の愛護及び管理に関する法律（平成１８年６月１日施行）に基づく件数を計上

第74表    特定動物飼養施設数及び動物取扱業施設監視状況

平成23年4月1日～平成24年3月31日

　　　　　措　置　等

措置命令 その他

34 73

446 328 12

480 401 12

462 369 17

※　改正動物の愛護及び管理に関する法律（平成１８年６月１日施行）に基づく件数を計上

合　　　計

前年度計

期末総数

申請・届出件数

施設数
立入検査実施

件数
（延べ数）

許可取消

特定動物飼養許可

許 可 事 項 届 出 変 更

動物取扱業届出
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水 道

１ 水道施設の整備（平成２４年度）

（１）簡易水道等施設整備費国庫補助事業

14市町村26事業が計画されており、国庫補助区分では次のとおり採択されている。

新設１（美郷町）、飛地１（湯沢市）、区域拡張２（仙北市２）、統合整備４（鹿角市、三種町、潟上市、横手市）、

統合簡水15（能代市、八峰町、秋田市、由利本荘市、大仙市３、美郷町、横手市４、湯沢市２、東成瀬村）、増補改良１（大仙市）、

基幹改良２（藤里町、横手市）

（２）水道水源開発等施設整備費国庫補助事業

６市12事業が計画されており、国庫補助区分では次のとおり採択されている。

水道水源開発施設整備事業は、継続２（横手市、湯沢市）※ダム負担金

高度浄水施設整備事業は、新規１（男鹿市）、継続２（由利本荘市、横手市）

ライフライン機能強化等事業は、緊急時給水拠点確保等事業が新規１（男鹿市）、

継続２（秋田市、横手市）、老朽管更新（鋳鉄管）が新規１（男鹿市）、継続２（能代市、秋田市）、

老朽管更新（ダクタイル鋳鉄管）が継続１（秋田市）

（３）平成２４年度は国庫補助予算もタイトな状況であり、国の防災関連予算枠（ライ

フライン関連）で採択されたものについては要望額どおりの内示があったが、通常

予算枠での採択については要望額の84％の内示額となっている。

２ 水道施設の維持管理の強化（平成２４年度）

（１）水道事業者に対し、「秋田県水質管理計画」に基づく水質監視の実施を指導する。

（２）水道施設の維持管理の徹底を図るため、水道週間を中心として水道事業者等の立

入検査実施する。

（３）衛生管理の十分でない簡易専用水道を把握し、立入検査を実施の上、必要な衛生

指導を行う。

（４）飲用井戸設置者に対し、市町村と連携して「飲用井戸等衛生対策要領」に基づく

衛生指導を行う。

また、県内の飲用井戸３２カ所の行政検査を行い、地下水質の悪い地域を把握し

た場合等には、市町村に対して水道整備等の必要な措置をとるよう指導する。

３ 水道整備計画の推進

秋田県水道整備基本構想（秋田県版地域水道ビジョン）に基づき、「地域水道ビジョ

ン」を策定していない各市町に対して策定を指導し、策定した市町村に対しては、「安

全・快適な水の供給の確保」、「災害時にも安定的な給水を行うための施設水準の向

上」、「運営基盤の強化や技術力の確保」などを行うための指導や助言を行う。また、

県内各市町村の水道事業の公営化並びに統合・再編成・広域化を指導する。
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第７５表 水道の種類別による給水人口及び普及率の推移

種類 行政区域 上 水 道 簡 易 水 道 専 用 水 道

年度 内総人口 箇所 給水人口 箇所 給水人口 箇所 給水人口

３ 1,216,107 33 732,519 525 270,476 16 5,926

４ 1,212,877 33 736,407 527 270,120 18 5,099

５ 1,211,202 34 740,129 516 271,286 17 4,825

６ 1,210,331 35 749,602 506 266,420 17 5,028

７ 1,207,232 35 751,937 506 268,156 17 3,541

８ 1,203,873 35 755,366 503 266,844 20 3,540

９ 1,199,500 35 761,372 496 266,307 20 3,537

１０ 1,194,696 36 765,057 489 263,885 20 3,697

１１ 1,189,262 36 772,979 476 262,639 14 3,623

１２ 1,181,030 36 799,054 402 236,399 9 2,198

１３ 1,175,452 36 805,394 342 225,078 9 2,117

１４ 1,167,745 39 816,217 314 205,415 95 5,088

１５ 1,159,820 39 818,190 293 200,076 97 4,339

１６ 1,150,438 34 820,455 262 193,608 105 7,766

１７ 1,136,927 26 814,992 256 193,188 105 7,093

１８ 1,125,222 24 827,285 242 173,341 102 6,291

１９ 1,112,188 24 820,194 239 171,310 101 6,559

２０ 1,099,832 24 832,687 212 149,379 96 6,990

２１ 1,089,375 22 831,703 202 144,551 93 8,693

２２ 1,078,901 22 827,617 195 140,560 92 5,243

第７６表 簡易専用水道等施設数

平成２３年３月３１日現在

大 北 能 秋 由 大 横 湯 小 秋 大 北 能 藤 五 大 横 羽 合

秋
田 利

田 館
秋
代 里

城
仙 手 後

中 本 田 目

容量 館 田 代 央 荘 仙 手 沢 計 市 市 市 市 町 町 市 市 町 計

20m３超 18 0 2 33 51 16 0 18 138 309 43 12 32 0 3 26 45 6 614

10m３超～20m３ 19 5 9 30 41 18 0 16 138 217 36 12 26 1 7 23 32 9 501

合 計 37 5 11 63 92 34 0 34 276 526 79 24 58 1 10 49 77 15 1,115
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各年度とも３月３１日現在

小 計 普及率（％） 小規模水道 合 計

箇所 給水人口 秋田県 全国平均 箇所 給水人口 箇所 給水人口

574 1,008,921 83.0 94.9 322 18,772 896 1,027,693

578 1,011,626 83.4 95.1 325 18,617 903 1,030,243

567 1,016,240 83.9 95.3 318 18,440 885 1,034,680

558 1,021,050 84.4 95.5 308 17,555 866 1,038,605

558 1,023,634 84.8 95.8 305 17,360 863 1,040,994

558 1,025,750 85.2 96.0 301 17,107 861 1,042,857

551 1,031,216 86.0 96.1 297 16,581 848 1,047,797

545 1,032,639 86.4 96.3 284 15,603 829 1,048,242

526 1,039,241 87.4 96.4 265 14,386 791 1,053,627

447 1,037,651 87.9 96.6 229 12,044 676 1,049,695

387 1,032,589 87.8 96.7 206 10,772 593 1,043,361

448 1,026,720 87.9 96.8 164 8,565 612 1,035,285

429 1,022,605 88.2 96.9 161 8,434 590 1,031,039

401 1,021,829 88.8 97.1 161 8,584 562 1,030,413

387 1,015,273 89.3 97.2 154 7,896 541 1,023,169

368 1,006,917 89,5 97.3 152 7,796 520 1,014,713

364 998,063 89.7 97.4 151 7,650 515 1,005,713

332 989,056 89.9 97.5 136 6,611 468 995,667

317 984,947 90.4 97.5 110 5,043 427 989,990

309 973,420 90.2 97.5 108 4,910 417 978,330

第７７表 水道施設別監視指導件数

平成２３年度

保 健所 大 北 能 秋田 由利 大 横 湯 市町

施 設 計 館 秋田 代 中央 本荘 仙 手 沢 村

上 水 道 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

簡 易 水 道 47 10 0 16 1 0 4 13 3 0

小規模水道 120 11 1 46 1 1 0 27 3 30

専 用 水 道 13 0 0 0 0 0 0 11 0 2

簡易専用水道 37 0 0 1 1 0 0 0 0 35

計 218 21 1 63 3 2 4 51 6 67
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第 ７８表 簡易水道等施設整備事業（平成 23年度国庫補助事業）内訳

計 画

保健所名 事業主体 区 名 補助区分 給水人口(人) 一日最大給水量(m３/日) 工 期

大 館 鹿 角 市 松館・石鳥谷 統合整備 789 66.18 H23～24

大 館 市 橋 桁 給水区域内無水源 103 29.0 H22～23

大子内 区域拡張 120 39.0 H23

北秋田 北秋田市 森吉・合川 統合簡水 12,791 9,120.0 S63～H23

能 代 能 代 市 二ツ井・荷上場 統合簡水 4,010 1,540.0 H22～28

八 峰 町 八 森 統合簡水 3,745 2,320.0 H21～28

藤 里 町 大 沢 増補改良 508 156.8 H23

秋 田 中 央 潟 上 市 牛坂・大崎・江川 統合整備 33,412 12,224.0 H23～28

秋 田 市 南雄和 統合整備 1,972 800.63 H20～23

由 利 本 荘 にかほ市 上坂・釜ヶ台 統合簡水 331 111.7 H21～23

大 仙 大 仙 市 大沢郷 統合簡水 1,550 649.0 H14～29

刈和野 増補改良 3,340 1,500.0 H14～29

南 外 統合簡水 4,080 1,611.34 H13～29

仙 北 市 西明寺 区域拡張 375 114.3 H22～25

美 郷 町 六郷東部 新 設 1,698 668.0 H15～24

横 手 横 手 市 増 田 統合簡水 4,895 2,520.0 H14～30

平 鹿 統合簡水 5,561 2,804.0 H14～30

十文字 統合簡水 9,815 3,548.0 H14～30

雄物川 統合簡水 4,870 2,752.0 H22～28

山内南 基幹改良 1,928 763.0 H20～23

山内黒沢 統合整備 234 128.0 H21～28

湯 沢 湯 沢 市 横堀・小野 統合簡水 3,538 1,226.0 H16～24

上関・相川 飛 地 26,010 17,140.0 H18～24

山 田 統合簡水 4,690 2,462.0 H19～27

東成瀬村 北 部 統合簡水 2,168 880.0 H20～24

計 15市町村 2 5 事 業
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事 業 費 財 源 内 訳

(千円 ) 国庫補助金 起 債 一般財源等 備 考

89,434 29,400 58,000 2,034

26,026 10,204 6,700 9,122

51,477 17,041 33,700 736

33,212 11,283 21,300 629

143,152 42,356 100,700 96

205,622 55,000 150,000 622

52,342 16,711 34,800 831

8,190 2,047 5,500 643

471,038 132,844 250,400 87,794

49,038 14,047 32,600 2,391

360,057 133,110 225,800 1,147

645 161 400 84

1,672 533 800 339

75,700 29,498 46,100 102

59,077 22,400 33,600 3,077

153,093 37,671 113,000 2,422

213,936 71,312 139,000 3,624

112,000 37,333 74,600 67

137,674 30,618 91,800 15,256

79,526 22,466 39,200 17,860

68,497 24,350 34,200 9,947

30,577 9,146 20,600 831

139,764 46,798 51,300 41,666

92,913 11,444 53,800 27,669

283,758 101,136 175,900 6,722

2,938,420 908,909 1,793,800 235,711
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第７９表 簡易水道等施設整備事業 (国庫補助事業 )年度別実績

施設数 財源内訳（千円）

年度 (箇所数) 事業費(千円) 国庫補助金 その他

１０ ３３ 9,044,505 2,600,275 6,404,230

１１ ３１ 7,942,012 2,082,450 5,859,562

１２ ２５ 6,381,342 1,839,607 4,541,735

１３ ２７ 6,178,894 2,123,668 4,055,226

１４ ３３ 5,299,339 1,787,596 3,511,743

１５ ３３ 6,022,706 1,972,060 4,050,646

１６ ４０ 6,835,591 2,260,821 4,574,770

１７ ４１ 6,466,104 2,118,419 4,347,685

１８ ３６ 4,731,037 1,574,043 3,156,994

１９ ３２ 4,610,255 1,476,225 3,134,030

２０ ３１ 3,909,957 1,241,356 2,668,601

２１ ３３ 2,944,465 866,625 2,077,840

２２ ２９ 3,287,568 951,521 2,336,047

２３ ２５ 2,938,420 908,909 2,029,511
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実 施 市 町 村 名

小坂町・大館市・鷹巣町・森吉町・合川町・藤里町・八竜町・若美町・五城目町・秋田市（２事業）・河辺町・岩城町(２事業)・東由利町・

大内町（２事業）・協和町・西仙北町・田沢湖町・神岡町・千畑町・仙南村・西木村・平鹿町・増田町・稲川町・雄勝町・皆瀬村（３事業）

小坂町・大館市・鷹巣町・森吉町・合川町・上小阿仁村・藤里町・若美町・五城目町・秋田市（３事業）・河辺町・岩城町(２事業)・東由利町・

象潟町・矢島町・大内町（２事業）・協和町・田沢湖町・神岡町・千畑町・西木村・平鹿町・大森町・稲川町・雄勝町・皆瀬村（３事業）

小坂町・大館市・鷹巣町・森吉町・合川町・上小阿仁村・藤里町・若美町・五城目町・秋田市（２事業）・河辺町・東由利町・大内町（２事業）

・協和町・田沢湖町・神岡町・千畑町・西木村・仙南村・平鹿町・稲川町・湯沢市・皆瀬村

小坂町・大館市・鷹巣町・森吉町・合川町・阿仁町・上小阿仁村（２事業）・藤里町・若美町・五城目町（２事業）・秋田市・河辺町・東由利町

・大内町（２事業）・ 神岡町・中仙町・協和町・南外村・西木村・千畑町・平鹿町・湯沢市（３事業）

小坂町 ・鷹巣町 ・森吉町 ・合川町 ・上小阿仁村（２事業）・藤里町 ・八森町 ・若美町 ・五城目町（２事業）・秋田市 ・河辺町 ・岩城町 ・東由利町 ・大内町・

神岡町 ・西仙北町 （２事業 ）・六郷町 ・中仙町 （２事業 ）・協和町 ・南外村 ・西木村 （２事業 ）・千畑町 ・増田町 ・平鹿町 （２事業 ）・大森町 ・十文字町 ・湯沢市

小坂町 ・大館市 ・森吉町 ・合川町 ・能代市 ・八森町 ・八竜町 ・秋田市 ・男鹿市 ・河辺町 ・仁賀保町 ・矢島町 ・岩城町 ・東由利町 ・大内町・神岡町 ・

西仙北町(２事業)・六郷町 ・中仙町(２事業)・南外村 ・西木村(３事業)・千畑町 ・増田町 ・平鹿町(２事業)・雄物川町 ・十文字町 ・湯沢市 ・皆瀬村

小坂町 ・大館市（２事業） ・北秋田市（２事業） ・上小阿仁村 ．能代市 ・八森町(2事業)・八竜町 ・男鹿市 ．五城目町 ．秋田市 ・仁賀保町(２事業)・由利本荘

市（６事業）・大仙市（５事業)・田沢湖町 ．西木村(３事業)・美郷町（２事業） ・横手市 ．増田町 ・平鹿町(２事業)・十文字町 ・山内村 ．湯沢市（２事業)

小坂町 ・大館市(２事業)・北秋田市（３事業） ・能代市（３事業） ・八峰町(2事業)・五城目町 ．秋田市 ・由利本荘市（６事業)．にかほ市．大仙市（７

事業） ・仙北市(４事業） ・美郷町（３事業） ・横手市（５事業） ．湯沢市（２事業)

小坂町 ・大館市(２事業)．北秋田市（３事業）．能代市（２事業）．八峰町．五城目町．秋田市（２事業）．由利本荘市（６事業）．にかほ市．

大仙市（６事業）．仙北市（２事業）．美郷町．横手市（５事業）．湯沢市（３事業）

大館市(２事業)．北秋田市（２事業）．能代市．五城目町．秋田市．由利本荘市（４事業）．にかほ市．大仙市（６事業）．仙北市（４事業）．

美郷町（２事業）．横手市（３事業）．湯沢市（５事業）

大館市．北秋田市（２事業）．能代市．八峰町．秋田市．由利本荘市（3事業）．大仙市（６事業）．仙北市（3事業）．美郷町（２事業）．横手

市（4事業）．湯沢市（6事業）、東成瀬村

鹿角市、北秋田市（4事業）．能代市．八峰町(2事業)．五城目町、秋田市．由利本荘市（3事業）．にかほ市、大仙市（４事業）．仙北市．美郷

町．横手市（６事業）．湯沢市（6事業）、東成瀬村

大館市、北秋田市（２事業）．能代市（２事業）．八峰町．五城目町、秋田市．由利本荘市．にかほ市（２事業）、大仙市（４事業）．仙北市．

美郷町．横手市（７事業）．湯沢市（４事業）、東成瀬村

鹿角市、大館市（２事業）、北秋田市、能代市、八峰町、藤里町、潟上市、秋田市、にかほ市、大仙市（３事業）、仙北市、美郷町、

横手市（６事業）、湯沢市（３事業）、東成瀬村
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第８０表 水道水源開発施設整備事業（平成２３年度国庫補助事業）

新規 計 画

事業主体名 地 区 継続 給水人口(人) 一日最大給水量(m３/日) 工 期

湯沢市 成瀬ダム 継 26,400 17,450 H14～29

横手市 〃 継 32,314 15,459 H14～29

２件 58,714 32,909

事 業 費 財 源 内 訳 新規利水量

(千円) 国庫補助金 起 債 一般財源 その他 (ｍ３／日)

3,947 1,315 1,300 1,300 32 4,390

7,103 2,367 4,700 0 36 7,578

11,050 3,682 6,000 1,300 68 11,968

第８１表 高度浄水施設整備事業（平成２３年度国庫補助事業）

H23事業費 財 源 内 訳 （千円）

事業主体名 工期 (千円) 国庫補助金 起 債 一般財源 その他

由利本荘市（由利原） H22～24 945,930 233,957 676,700 35,273 0

秋田市 H20～23 286,471 89,800 96,700 0 99,971

横手市 H23～25 243,445 24,632 120,000 24,600 74,213

３件 1,475,846 348,389 893,400 59,873 174,184

第８２表 水道水源自動監視施設等整備事業（遠隔監視システム整備費）(平成２３年度国庫補助事業）

H23事業費 財 源 内 訳 （千円）

事業主体名 工期 (千円) 国庫補助金 起債 一般財源 そ の 他 備 考

秋田市 H23 60,552 15,138 22,400 0 23,014

１件 60,552 15,138 22,400 0 23,014
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第８３表 ライフライン機能強化等事業（緊急時給水拠点確保等事業）（平成２３年度国庫補助事業）

H23事業費 財 源 内 訳 （千円）

事業主体名 工期 (千円) 国庫補助金 起債 一般財源 そ の 他 備 考

大館市 H23 25,126 8,269 16,200 0 657

秋田市 H22～24 77,760 25,920 26,000 0 25,840

横手市 H22～31 144,347 45,364 66,000 2,128 30,855

３件 247,233 79,553 108,200 2,128 57,352

第８４表 ライフライン機能強化等事業（老朽管更新事業）（平成２３年度国庫補助事業）

H23事業費 財 源 内 訳 （千円）

事業主体名 工期 (千円) 国庫補助金 起 債 一般財源 その他 備 考

秋田市 H11～25 186,596 41,250 61,900 0 83,446

秋田市(ダクタイル) H23～30 413,096 59,216 87,200 0 266,680 H24に一部繰越

能代市 H17～26 153,578 30,277 93,300 0 30,001

３件 753,270 130,743 242,400 0 380,127

第８５表 ライフライン機能強化等事業（石綿セメント管更新事業）（平成２３年度国庫補助事業）

H23事業費 財 源 内 訳 （千円）

事業主体名 工期 (千円) 国庫補助金 起債 一般財源 そ の 他 備 考

鹿角市 H13～25 175,843 40,000 120,000 0 15,843 国庫補助は平成

23年度で終了

男鹿市 H18～23 80,527 15,960 23,500 41,067 0

にかほ市 H13～26 10,002 2,400 0 0 7,602 国庫補助は平成

23年度で終了

由利本荘市(鳥海) H15～23 48,423 8,702 39,700 0 21

由利本荘市(本荘) H20～23 105,384 25,006 70,800 9,578 0

５件 420,179 92,068 254,000 50,645 23,466


